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赤穂観光マスコットキャラクター「陣たくん」

02 赤穂海浜スポーツセンター完成
04 助成制度をご利用ください
06 子ども・子育て支援事業を策定
07 国民健康保険税率等を改正
08 健康ページ
10　人事異動

14 高齢者保健福祉計画及び
 介護保険事業計画を策定
15 障がい福祉計画を策定
 各公募委員を募集
17 図書館新刊紹介
22　忠臣蔵の散歩道①

02 赤穂海浜スポー0202 赤 赤穂海穂海浜ス浜ス穂海浜ス浜スポー浜スポー
■今月の内容
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【施設概要】
●人工芝多目的グラウンド（有料施設）
　 ▽   一般用サッカーコート１面（少年用サッカーの場
合は２面分）

　 ▽   フットサルコート３面（少年用サッカーの場合は
１面分）

●真砂土多目的グラウンド（無料施設）　

●駐車場　普通車150台（無料）
●その他施設　駐輪場、便所棟、休憩棟（管理事務所）
●  休場日　毎週月曜日（休日の場合は翌日以降の休日
でない日）、12月25日から翌年１月４日まで

●  申込先　赤穂海浜・元禄スポーツセンター管理事務所
　　　　　（赤穂海浜スポーツセンター休憩棟内）
 ☎５６・５１３７

●公募施設
施設の名称 指定管理者 担当課

赤穂市立野外活動センター
神姫バスグループ共同事業体
代表団体：株式会社ホープ
構成団体：神姫バス株式会社

スポーツ推進課 ☎４３・６８６９

赤穂市立御崎レストハウス
（売店、レストラン及び厨房を除く） 有限会社　アクトブレーン 産業観光課 ☎４３・６８３９

坂越漁港小型船舶係留施設 特定非営利活動法人　瀬戸内海の水域の秩序ある
利用を進める会 産業観光課 ☎４３・６８４０

赤穂元禄スポーツセンター及び
赤穂海浜スポーツセンター

神姫バスグループ＆特定非営利活動法人　赤穂市
スポーツ施設管理運営協会共同事業体
代表団体：株式会社ホープ
構成団体：神姫バス株式会社、特定非営利活動法
人　赤穂市スポーツ施設管理運営協会

都市整備課 ☎４３・６８２８

赤穂市民総合体育館及び赤穂城南緑地運動施設等については、平成24年度から指定期間５年で実施中

●非公募施設
施設の名称 指定管理者 担当課

赤穂市立福浦地区コミュニティ・センター 赤穂市立福浦地区コミュニティ・センター運営委員会 市民対話課 ☎４３・６８１８
赤穂市総合福祉会館
赤穂市老人福祉センター千寿園
赤穂市立母子・父子福祉センター

社会福祉法人　赤穂市社会福祉協議会
社会福祉課 ☎４３・６８０９
社会福祉課 ☎４３・６８０９
子育て健康課 ☎４３・６８０８

赤穂市立赤穂西地区デイサービスセンター
赤穂市立赤穂西地区在宅介護支援センター 社会福祉法人　桜谷福祉会 社会福祉課 ☎４３・６８０９

赤穂市立赤穂東地区デイサービスセンター
赤穂市立赤穂東地区在宅介護支援センター 社会福祉法人　なごみ 社会福祉課 ☎４３・６８０９

赤穂市立坂越地区デイサービスセンター
赤穂市立坂越地区在宅介護支援センター 医療法人　伯鳳会 社会福祉課 ☎４３・６８０９

赤穂市立高雄農村多目的共同利用施設 赤穂市立高雄農村多目的共同利用施設運営委員会 産業観光課 ☎４３・６８４０
赤穂市立有年西部農村多目的共同利用施設 赤穂市立有年西部農村多目的共同利用施設運営委員会 産業観光課 ☎４３・６８４０
赤穂市立有年東部農村多目的共同利用施設 赤穂市立有年東部農村多目的共同利用施設運営委員会 産業観光課 ☎４３・６８４０
赤穂市立まちづくり会館 加里屋まちづくり会館運営委員会 産業観光課 ☎４３・６８３８
赤穂市都市公園（赤穂城南緑地の一部並びに赤穂元禄ス
ポーツセンター及び赤穂海浜スポーツセンターを除く） 公益財団法人　赤穂市文化とみどり財団 都市整備課 ☎４３・６８２８

赤穂市文化会館、赤穂市立歴史博物館、赤穂市立海洋科学
館、赤穂市立民俗資料館、赤穂市立美術工芸館（田淵記念館） 公益財団法人　赤穂市文化とみどり財団 生涯学習課 ☎４３・６８５８

赤穂市立赤穂駅南自動車駐車場、赤穂市立赤
穂駅北自動車駐車場、赤穂市立赤穂駅南自転
車駐車場、赤穂市立赤穂駅北自転車駐車場

赤穂駅周辺整備株式会社 産業観光課 ☎４３・６８３８

●指定期間　平成27年４月１日～平成30年３月31日　●制度に関する問い合わせ先　企画広報課　☎４３・６８６７

　市では、平成27年度から公の施設の管理運営を行う指定
管理者を、次のとおり指定しました。
　今後も、自主事業による施設の利用促進やサービスの向
上など、民間運営の柔軟な発想やノウハウを生かしながら
利用者の利便性向上と公の施設の適正管理に努めます。

平成27年度から

公の施設の管理運営を行う
指定管理者を決定

　「スポーツ先進都市」の実現に向けたまちづくりを進め、多様化するスポーツニーズに対応するため、赤穂
海浜公園北側に整備を進めてきた「赤穂海浜スポーツセンター」が完成し、５月９日（土）に供用を開始します。
オープンを記念して竣工記念式典やヴィッセル神戸によるサッカースクール、少年サッカー交流大会を予定
しています。
　多目的グラウンドの利用については、使用許可申請が必要です。詳しくは市ホームページをご覧ください。

市民総合体育祭日程が決まりました
●  総合開会式　 ▽日時＝５月17日（日） 午前９時～
11時 ▽場所＝城南緑地陸上競技場

●種目別競技大会（下表のとおり）

●  基準日　 ▽種目協会＝５月17日（日） ▽中学校＝
５月10日（日） ▽小学校＝６月６日（土） 雨天の
場合は６月７日（日）

期　　日 主管団体 会　 　場

５月17日㈰ 第１部　総合開会式・マスゲーム 城南緑地陸上競技場第２部　リレーマラソン大会
７月25日㈯ 第２部　囲碁ボール大会 市民総合体育館
２月27日㈯ 第２部　室内カーリング大会 市民総合体育館
４月12日㈰ テニス協会 海浜公園内テニスコート
５月９日㈯・

10日㈰ 中学校体育連盟 市民総合体育館ほか

５月９日㈯ ゲートボール協会 城南緑地　修景場

５月10日㈰
卓球協会 市民総合体育館
陸上競技協会 城南緑地陸上競技場
柔道協会 市民総合体育館　柔道場

５月17日・
24日・31日㈰ ソフトボール協会 元禄スポーツセンター

ほか
５月17日㈰ 武術太極拳協会 市民総合体育館
５月24日㈰ 剣道連盟 市民総合体育館

５月24日㈰ サッカー少年団 海浜スポーツセンター
ほか

６月６日㈯ 小学校体育研究部会（小学生
陸上記録会） 城南緑地陸上競技場

6月７日・14日・
21日・28日、
７月５日㈰

軟式野球協会 城南緑地野球場ほか

６月７日㈰ バドミントン協会 市民総合体育館

期　　日 主管団体 会　 　場
６月11日㈭ 少林寺拳法協会 市民総合体育館

６月14日㈰ ソフトテニス協会 城南緑地公園内テニス
コート

６月21日㈰ 家庭バレーボール連絡会 市民総合体育館

６月28日㈰ 空手道協会 坂越地区体育館
少女バレーボール連絡協議会 市民総合体育館

７月４日㈯、
11月29日、

12月６日・20日㈰
サッカー協会 城南緑地陸上競技場ほか

７月５日・12日㈰ 少年野球連絡会 元禄スポーツセンター
７月５日㈰ ヨットクラブ 坂越湾
７月11日㈯・

12日㈰ バスケットボール協会 市民総合体育館

７月12日㈰ グラウンドゴルフ協会 赤穂海浜公園
７月19日㈰ 弓友会 市民総合体育館　弓道場

８月２日㈰ 水泳協会 市民総合体育館　室内
プール

９月20日㈰ バレーボール協会 市民総合体育館
９月27日㈰ ペタンク協会 城南緑地　修景場

10月４日㈰ ターゲットバードゴルフ協会 河川敷ターゲット
バードゴルフコース

11月28日㈯ スポーツクラブ21 元禄スポーツセンター

人工芝多目的グラウンド
休憩棟
（管理事務所）

真砂土
多目的グラウンド

便所棟
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若者世帯住宅取得支援事業はじめました！ 問企画広報課　☎４３・６８６７チャイルドシートの購入費を助成します 問子育て健康課　☎４３・６８０８

助成制度をご利用ください

１次募集
住宅リフォーム助成
 問産業観光課　☎４３・６８３８

幼児２人同乗用
自転車購入費助成
 問子育て健康課　☎４３・６８０８

第３子いきいき子育て応援事業がスタート 問子育て健康課　☎４３・６８０８

住宅用太陽光発電システム設置費補助
 問環境課　☎４３・６８２１

１子あたり５万円を助成します
出産費助成
 問子育て健康課　☎４３・６８０８

　45歳未満の若者世帯の人が、市内に定住する意思をもって住宅を取得された場合に「若者世帯住宅取得支
援金」として、赤穂商工会議所が発行する商品券をお贈りする制度を、平成27年度から開始しています。対
象となるのは、次の全てに該当する人です。
●要件　 ▽本市に定住する意思がある人 ▽自ら居住するために住宅を取得して２人以上で入居された人
　　　　  ▽本人又は配偶者が45歳未満であること ▽住宅の所有権割合が世帯全員で５割以上であること 

　 　 　 　 ▽世帯全員が市税の滞納がないこと ▽これまでに、この支援金を受けたことがない人
●支援金の額　20万円（義務教育終了前の世帯員がいる場合、１人につき５万円を加算）
※  平成27年４月１日以降に住宅を取得した人が対象です。
※  申請受付は、住宅取得日（所有権保存登記日又は所有権移転登記日）から１年以内となっています。詳しく
は問い合わせください。

　自動車乗車中の子どもの交通事故による被害と子育て家庭の経済的な負担を軽減するため、チャイルド
シートの購入費の一部を助成します。
●助成金額　購入費の１/２（限度額　10,000円）
　※助成金は、100円未満の端数がある場合、その端数を切り捨てた額となります。
●  対象者　申請日において１年以上市内に住所を有し、自らが養育する幼児がおり、当該幼児のためにチャ
イルドシートを購入した人。ただし、幼児１人につき１台限りの対象とします。

●  対象となるチャイルドシート　国土交通省の定める安全基準に適合し、認証マークが添付されているもの。
　※平成27年４月以降に購入したもの。（中古品や転売品は対象となりません）
●  申請に必要なもの　①申請者の振込先通帳・印鑑　②領収書（申請者の氏名、購入品目等が明記されてい
る原本）　※購入品目と購入価格のみが記載されているレシートでは受付できません。③品質保証書（申請
者の氏名、製造元、品名、購入店等が確認できるもの）

●申請期間　購入後１年以内の申請に限ります。
チャイルドシートは交通事故の被害から幼児を守ります。

幼児を自動車に乗せて運転する時は必ずチャイルドシートを使用しましょう。

　市内に本社・本店を有する法人及び個人施工業者に
発注し、市内在住の方が自己所有の住宅を補修・改良
等を行う場合、工事経費の一部を赤穂商工会議所が発
行する商品券で助成する「住宅リフォーム助成」一次募
集の応募を開始します。
●  応募期間　４月10日（金）～４月28日（火）（当日消印
有効）

※  往復はがきで応募いただき、多数の場合は抽選とな
ります。往復はがきの書き方等は、市ホームページ
をご覧ください。

※  市の決定後に工事着工となりますのでご注意くださ
い。

●  対象となる工事  工事経費が20万円（消費税額を含
む）以上で、住宅の補修・改良や利便性・防犯機能
の向上を図るための設備改善、外構工事　等

※  太陽光発電システムの設置や庭・植栽など居住建物
に関係のない工事、単に建具・家電等の取り替えは
対象となりません。

※  他に同種の補助金等の交付を受けていないことが条
件です。

●  助成割合及び上限　工事経費（消費税額を含む）の
13％で13万円を限度とします。

　幼児２人を前後に乗せる「幼児２人同乗用自転
車」が条件付で許可されたことを受けて、子ども
と保護者の安全確保、子育て家庭の経済的な負
担を軽減するため購入費の一部を助成していま
す。
●助成金額　購入費の１/２（限度額　40,000円）
●  対象者　 ▽赤穂市に住所を有し、現に居住し
ている人 ▽購入時において、幼児（６歳未満）
を２人以上養育している人 ▽本人又は同一の
世帯の人が、幼児２人同乗用自転車の購入費
に係る助成金の交付を受けていないこと。

●  対象となる自転車　社団法人自転車協会の制
定している「幼児２人同乗用基準適合車ＢＡＡ
マーク」が添付されている自転車。※中古品や
転売品は対象となりません。

●  申請に必要なもの　①申請者の振込先通帳・
印鑑 ②領収書（申請者の氏名、購入品目等が
明記されている原本）※購入品目と購入価格の
みが記載されているレシートでは受付できま
せん。③品質保証書（申請者の氏名、製造元、
品名、購入店等が確認できるもの）

●申請期間　購入後１年以内の申請に限ります。

　３人目以降のお子さんがお生まれになった家庭及び３人目以降のお子さんが小学校又は中学校にご入学さ
れた保護者にお祝い金として赤穂商工会議所商品券を支給します。
●対象者　赤穂市内にお住まいの人で、次のいずれかに該当する人
　①第３子以降の子を出産された保護者　②第３子以降の子が小学校又は中学校に入学した保護者
　※保護者は対象となる子以外に２人以上の兄姉を養育していることが必要です。
●支給金額　次の金額を赤穂商工会議所商品券で支給します。
　①出産祝金　５万円　②入学祝金　３万円
●  申請方法　「出産・入学祝金申請書」に必要事項を記入の上、子育て健康課（〒678-0292　赤穂市加里屋81
番地）へ郵送もしくは持参してください。※申請書は市ホームページからダウンロードすることができま
す。また子育て健康課でも配布します。

●申請期限
　①出産祝金　出産の日から１年以内に申請してください。
　②入学祝金　４月30日（木）までに申請してください。

●  対象システム　未使用の住宅用太陽光発電システム
で、平成23年４月１日以降に電力会社と電力需給契約
を締結したシステム。

●  対象者　市内に住所を有し、所有もしくは居住する住
宅に新たに対象システムを購入し、設置した人、又は
対象システムが設置された住宅（新築に限る）を購入し
た人。いずれも市税を完納されている人が対象。

●  補助金額　 ▽市外施工業者の場合＝１kWあたり３万
円（上限12万円） ▽市内施工業者の場合＝１kWあた
り４万円（上限16万円）

●助成金額　出産費用１子あたり50,000円
●  対象者　出産（妊娠12週（85日）以降の死産を
含む）の日までに市内に住所を有する母

●  助成を受けるには申請が必要です　申請に
必要なもの＝印鑑、母名義の振込先通帳

※  死産の場合、死産届又は火葬許可書の写し
※  出産から１年を経過した場合の申請は認め
られません。
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す
る
こ

と
を
目
的
に
、
平
成
27
年
度
か

ら
５
年
間
を
計
画
期
間
と
す

る「
赤
穂
市
子
ど
も
・
子
育
て

国保医療だより  医療介護課 国保医療係　☎ 43・6813

福祉医療費受給者の公的医療保険加入資格を再確認します

●対象となる人
…重度障害者医療費受給者
…老人医療費受給者（65歳～ 69歳）
…乳幼児等医療費受給者

※  ただし、赤穂市国民健康保険に加入している人は
除きます。

　乳幼児等医療などの福祉医療費の助成を受けるに
は、公的医療保険の加入資格が必要です。市では、
福祉医療費受給者を対象に、公的医療保険の加入資
格を再確認させていただきます。
　対象となる人には、４月中旬に回答書を郵送しま
すので、保険変更の有無にかかわらず、必要事項を
記入のうえ、４月24日（金）までに医療介護課国保医

療係へ提出してください。
　なお、回答書が提出されない場合は、新しい受給
者証の送付ができないこともありますので、ご注意
ください。

　４月から高校生などになり、 乳幼児等医療費助
成制度の対象からはずれた人で、 母子家庭等医療
費助成制度や 重度障害者医療費助成制度の対象に
なる人は、当該医療費の助成を受けるには受給資格
の認定を受ける必要があります。
　対象になると思われる人は、医療介護課国保医療
係まで申請してください。

　
国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
者

の
皆
さ
ん
が
病
気
や
ケ
ガ
を
さ

れ
た
と
き
、
安
心
し
て
医
療
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
収
入
に

応
じ
て
お
金（
保
険
税
）を
出
し

合
い
、
必
要
な
費
用
に
充
て
る

制
度
で
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
皆
さ
ん
の
ご

理
解
や
ご
協
力
が
あ
っ
て
は
じ

め
て
健
全
に
運
営
さ
れ
る
制
度

で
、
皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ

い
て
い
る
保
険
税
と
国
や
県
か

ら
の
交
付
金
、
市
か
ら
の
繰
入

金
な
ど
で
運
営
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
急
速
な
高
齢
化
の
進
展
や

医
療
技
術
の
高
度
化
な
ど
に
よ

り
、
医
療
費
は
増
加
傾
向
に
あ

り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
保

険
税
に
つ
い
て
は
、
課
税
限
度

額
を
被
保
険
者
間
の
保
険
税
負

担
の
公
平
確
保
の
観
点
か
ら
国

の
法
令
で
定
め
ら
れ
て
い
る
平

成
26
年
度
の
水
準
ま
で
引
き
上

げ
る
こ
と
と
し
、
後
期
高
齢
者

支
援
金
等
分
の
所
得
割
税
率
を

０
・
０
５
％
引
き
下
げ
る
こ
と

で
中
・
低
所
得
者
の
負
担
軽
減

を
図
り
ま
す
。

　

ま
た
、
物
価
の
上
昇
傾
向
を

踏
ま
え
て
、
低
所
得
者
が
応
益

（
均
等
割
・
平
等
割
）保
険
税
の

軽
減
対
象
か
ら
外
れ
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
、
５
割
軽
減
及
び

２
割
軽
減
の
対
象
と
な
る
世
帯

の
軽
減
判
定
所
得
基
準
額
を
引

き
上
げ
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
健
康
に
ご
留
意

い
た
だ
き
、
国
民
健
康
保
険
事

業
の
健
全
な
運
営
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
医
療
介
護
課 

国
保
医
療
係

 

☎
43
・
６
８
１
３

　

税
務
課 

市
民
税
係

 

☎
43
・
６
８
０
３

平
成
27
年
度
か
ら

税
率
等
を
改
正
し
ま
し
た

国
民
健
康
保
険

１　課税限度額・税率の改正

区分
基礎（医療）分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分（40歳～ 64歳）

26年度 27年度改正後 26年度 27年度改正後 26年度 27年度改正後
課税限度額 51万円 改正なし 14万円 16万円 12万円 14万円
所得割税率 6.60% 改正なし 2.30% 2.25％ 1.65% 改正なし

 ※均等割額・平均割額は、改正なし２　低所得者に係る応益保険税の軽減判定所得基準額の改正

※ 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への移行により国民健康保険の資格を喪失した人で、喪失日以後も引き続き同一世帯に属する人

①５割軽減の改正…  軽減対象となる所得基準額を引き上
げます。

（26年度） 基準額　33万円＋24.5万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数  以下
（27年度改正後） 基準額　33万円＋26万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数  以下

②２割軽減の改正… 軽減対象となる所得基準額を引き上
げます。

（26年度） 基準額33万円＋45万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数  以下
（27年度改正後） 基準額33万円＋47万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数  以下

（特別）児童扶養手当額が変更されます
 子育て健康課　☎43・6808

変更前（月額）（平成27年3月まで） 変更後（月額）（平成27年4月から）
特別児童扶養手当（１級） 49,900円 51,100円（1,200円）
特別児童扶養手当（２級） 33,230円 34,030円（800円）
児童扶養手当（全部支給） 41,020円 42,000円（980円）

児童扶養手当（一部支給） 41,010円～ 9,680円 41,990円～ 9,910円
（980円～ 230円）

※（　）内は、前年度と比較した額

　（特別）児童扶養手当は、毎年の消費者物価指
数の変動に応じて手当額を改正する物価スライ
ド措置がとられていますが、この度平成26年の
消費者物価指数（対前年比2.7％）が公表されま
した。

　その結果、平成27年度の（特別）児童扶養手
当額については、特例水準の段階的な解消に伴
う減額（▲0.3％）と、物価指数の上昇に伴う増
額（2.7％）を合わせた2.4％が引き上げとなりま 
した。

支
援
事
業
計
画
」を
策
定
し
ま 

し
た
。

　

本
計
画
は
、
そ
の
策
定
に
あ

た
り
平
成
26
年
１
月
に
小
学
生

以
下
の
保
護
者
を
対
象
に「
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
に

お
け
る
ニ
ー
ズ
調
査
」を
実
施

し
、
ま
た
子
育
て
関
係
団
体
に

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
、
そ

れ
ら
を
基
に
赤
穂
市
子
ど
も
・

子
育
て
会
議
で
審
議
を
進
め
て

き
ま
し
た
。

　

計
画
に
は
、
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
に
つ
い
て
の
77
の
施

策
、
幼
稚
園
・
保
育
所
等
の
学

校
教
育
・
保
育
や
ア
フ
タ
ー
ス

ク
ー
ル
、
一
時
預
か
り
、
病
児

病
後
児
保
育
等
の
地
域
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
量
の

見
込
み
と
確
保
方
策
等
に
つ
い

て
明
記
し
て
い
ま
す
。

●
  計

画
期
間　
平
成
27
年
度
〜

平
成
31
年
度
の
５
カ
年

●
  基

本
理
念　
こ
ど
も
・
家
庭
・

地
域
を
育
む
子
育
て
応
援
都

市
・
あ
こ
う

●
  基

本
的
視
点　
基
本
理
念
の

下
、「
子
ど
も
」「
家
庭
」「
地

域
」の
視
点
で
施
策
を
推
進

し
ま
す
。

▽  子
ど
も
の
視
点　
の
び
の
び

と
健
や
か
な
子
ど
も
を
育
み

ま
す
。

▽  家
庭
の
視
点　
安
心
し
て
家

庭
を
持
ち
子
育
て
で
き
る
環

境
づ
く
り
を
め
ざ
し
ま
す
。

▽  地
域
の
視
点　
地
域
全
体
で

子
育
て
支
援
に
取
り
組
み
ま

す
。

　

計
画
書
は
子
育
て
健
康
課
、

各
地
区
公
民
館
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

赤穂市子ども・子育て支援
事業計画を策定しました利用者支援事業

のご案内

　利用者支援事業とは、お子さ
んと保護者の方が、認定こども
園・幼稚園・保育所での教育・
保育や、一時預かり、放課後児
童クラブ等の保育サービスの中
から適切なものを選択し円滑に
利用できるように専任の職員が
支援を行うものです。

●  こんなときは、利用者支援専
門職員にご相談ください！

　 ▽   うちの子、よその家庭の子
より落ち着きが無い気がす
る…

　 ▽   親を病院に連れて行くので、
子どもを預かってほしい…

　 ▽   最近、子育てがしんどいで
す…

●  実施場所　子育て健康課
問子育て健康課 ☎４３・６８０８
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保健センター　☎４３・９８５５ 健康ページ

●接種時期　４月から平成28年３月
●費用　無料
●  申込方法　事前に医療機関に電話等で、申し込み
ください。（なお、実施医療機関は健康カレンダー
等でご確認ください。）

●  持参する物　親子健康手帳（母子健康手帳）、予診
票（記入の上持参）

※  市外の医療機関での接種を希望される人は、市外
医療機関への接種依頼書が必要となりますので、
必ず事前に保健センター（☎４３・９８５５）へご
連絡ください。

●  対象者　今までにこの助成を受けたことがない
65歳以上の人（ただし、定期接種対象者は除く）

●助成金額　4,100円
●助成回数　１回

▽   接種前に保健センターで予防接種費助成券の交
付申請をしてください。（印鑑が必要です）

▽   助成券を医療機関に提示して接種を受けてくだ
さい。（実施医療機関は保健センターへ問い合わ
せください）

▽   接種後、医療機関の窓口で接種費用から助成金
額を差し引いた額をお支払いください。

※  市外の医療機関で予防接種を受けた場合は、す
みやかに助成金の請求手続きを行ってください。

●  対象者　今までにこの予防接種を受けたことが
ない①又は②の人

　①65歳の人
　②  60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓、又は
呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が
極度に制限される程度の障がいがある人、及
びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に
日常生活がほとんど不可能な程度の障がいが
ある人

※  経過措置（平成30年度までの間は、当該各年度に
おいて65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・
95歳・100歳になる人が対象です）

●自己負担　４，０００円
●助成回数　１回
※  市外の医療機関での接種を希望される人は、市
外医療機関への接種依頼書が必要となりますの
で、必ず事前に保健センター（☎４３・９８５５）
へご連絡ください。

●高齢者の肺炎球菌感染症予防接種定期接種対象者
年齢 生　年　月　日
65歳 昭和25年４月２日生～昭和26年４月１日生
70歳 昭和20年４月２日生～昭和21年４月１日生
75歳 昭和15年４月２日生～昭和16年４月１日生
80歳 昭和10年４月２日生～昭和11年４月１日生
85歳 昭和５年４月２日生～昭和６年４月１日生
90歳 大正14年４月２日生～大正15年４月１日生
95歳 大正９年４月２日生～大正10年４月１日生
100歳 大正４年４月２日生～大正５年４月１日生

　女性がん検診（子宮がん・乳がん検診）を無料で
受診していただける無料クーポン券を特定の年齢
の人に対し配布を行います。（配布予定日は６月下
旬、検診は、７月～ 12月実施予定）
　この無料クーポン券は市が実施する子宮がん検
診、乳がん検診のみに使用できます。（勤務先で受
診する検診、人間ドックなどには使用できません）
　なお無料クーポン券を配布する年齢については、
広報あこう５月号でお知らせする予定です。

　４月から行う生活習慣病健診の申し込み締め切
りは３月31日まででしたが、引き続き受診希望の
申し込みを受け付けています。
　広報あこう３月号と一緒に配布の「生活習慣病健
康診査のご案内」についている「受診申込はがき」で
至急申し込みをしてください。申込者には受診票
を送付します。
　なお、「生活習慣病健康診査のご案内」は保健セン
ター（総合福祉会館１階）、市役所１階情報コーナー
（市民課前）、各地区公民館でも配布しています。

子どもの予防接種高齢者の肺炎球菌感染症
予防接種費助成

高齢者の肺炎球菌感染症
予防接種（定期接種）

女性がん検診
無料クーポン券配布のお知らせ

生活習慣病健診の
申込は済みましたか？

種　類 接種対象者 接種回数・接種方法

Ｈｉｂ感染症 生後２月から生後60月
に至るまで

１～４回
（接種開始時期により接種回数は異なる）

小児の肺炎球菌感染症 生後２月から生後60月
に至るまで

１～４回
（接種開始時期により接種回数は異なる）

ＢＣＧ 生後５月から生後８月
に至るまで １回

４種混合
（ジフテリア・百日せ
き・ポリオ・破傷風）

１期初回

生後３月から
生後90月に至るまで

３回（20日から56日までの間隔をあける）
１期追加 １回（初回接種終了後６月以上の間隔をあける）

３種混合
（ジフテリア・百日せ
き・破傷風）

１期初回 ３回（20日から56日までの間隔をあける）
１期追加 １回（初回接種終了後６月以上の間隔をあける）

不活化ポリオ
１期初回 ３回（20日以上の間隔をあける）
１期追加 １回（初回接種終了後６月以上の間隔をあける）

２種混合
（ジフテリア・破傷風） ２　　期

小学６年生（11歳以上13
歳未満） １回

水痘（注１） 生後12月から生後36月
に至るまで ２回

麻しん風しん混合
麻しん
風しん

１　　期 生後12月から生後24月
に至るまで １回

２　　期

５歳以上７歳未満で
あって小学校入学前の
１年間（平成21年４月２
日～平成22年４月１日
生）

１回

日　
本　
脳　
炎

平成19年４月２
日以降生まれの
人

１期初回 生後６月から生後90月
に至るまで＊ただし、
３歳以上から接種を始
める方が望ましい

２回（６日から28日までの間隔をあける）

１期追加 １回（初回接種完了後おおむね１年後）

２　　期 ９歳以上13歳未満 １回

平成７年４月２日～
平成19年４月１日生まれの人

日本脳炎１期・２期（１期・２期合わせて計４回）の接種が終わっていない人で左
記の生年月日に該当する人は、20歳未満までの間、残りの回数の予防接種を無料
で受けることができます。
これまで定期の予防接種の年齢ではなかった７歳半～９歳未満、13歳以上20歳未
満でも接種が可能です。
◎１期の予防接種が終わった人で、９歳以上の人は、２期の予防接種ができます。

ヒトパピローマウイルス感染症
※ 接種は積極的にはすすめてい
ません

小学６年生から高校１
年生に相当する年齢の
女子

３回（ただし、ワクチンの種類により接種間隔が異なる）

（注１）水痘…  以前に、任意の予防接種として水痘の予防接種を接種した人は、既に接種した回数分の接種を受けたもの
とみなします。
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▼
消
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）
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俊
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警
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長
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崎
浩

司（
消
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上
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総
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任
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渡
代
昌
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市
民
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美
化
セ
ン
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ー
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・
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幹
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市
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ー
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主
幹
）

■
幼
稚
園
関
係　

赤
穂
幼
稚
園
長
＝
田
原
ひ
と
み

（
城
西
幼
稚
園
長
）▼
城
西
幼
稚

園
長
＝
福
本
洋
子（
高
雄
幼
稚

園
長
）▼
塩
屋
幼
稚
園
長
＝
今

津
洋
子（
有
年
幼
稚
園
長
）▼
高

雄
幼
稚
園
長（
昇
任
）＝
田
川
美

奈
子（
坂
越
幼
稚
園
教
諭
）▼
有

年
幼
稚
園
長（
昇
任
）＝
川
﨑
克

子（
赤
穂
幼
稚
園
教
諭
）

■
市
民
病
院
関
係

▼
診
療
部
長
兼
外
科
部
長
兼
消

化
器
外
科
部
長（
昇
任
）＝
高
原

秀
典（
副
診
療
部
長
兼
外
科
部

長
兼
消
化
器
外
科
部
長
）▼
副

診
療
部
長
兼
消
化
器
内
科
部
長

（
昇
任
）＝
勝
谷　
誠（
消
化
器

内
科
部
長
）▼
看
護
師
長（
昇

任
）＝
岩
崎
昭
子（
主
任
看
護

師
）

■
教
職
員
の
異
動

高
雄
小
学
校
長
＝
入
江
秀
史

（
赤
穂
市
教
育
委
員
会
育
成
セ

ン
タ
ー
所
長
）▼
原
小
学
校
長

＝
入
潮
令
子（
御
崎
小
学
校
教

頭
）▼
赤
穂
中
学
校
長
＝
平
井

正
彦（
赤
穂
市
教
育
委
員
会
教

育
次
長
・
指
導
担
当
）▼
塩
屋

小
学
校
教
頭
＝
山
本　
誠（
赤

穂
西
小
学
校
教
頭
）▼
赤
穂
西

小
学
校
教
頭
＝
森
本
晋
平（
塩

屋
小
学
校
教
頭
）▼
御
崎
小
学

校
教
頭
＝
江
尻
裕
亮（
有
年
小

学
校
教
頭
）▼
有
年
小
学
校
教

頭
＝
中
林
晴
之（
兵
庫
県
教
育

委
員
会
主
任
指
導
主
事
）▼
赤

穂
西
中
学
校
教
頭
＝
山
野　
寛

（
赤
穂
東
中
学
校
教
頭
）▼
赤
穂

東
中
学
校
教
頭
＝
柏
原　
博

（
赤
穂
中
学
校
主
幹
教
諭
）▼
坂

越
中
学
校
教
頭
＝
西
山
孝
幸

（
赤
穂
西
中
学
校
教
頭
）

■
教
職
員
の
転
出

上
郡
町
へ
＝
入
江
直
人（
赤
穂

中
学
校
長
）

■
退
職
者

 

平
成
27
年
３
月
31
日
付

室
井
久
和（
教
育
長
）▼
児
嶋
佳

文（
市
民
部
長
）▼
三
村
訓
弘

（
危
機
管
理
監
）▼
平
井
正
彦

（
教
育
次
長
・
指
導
担
当
）▼
尾

崎
雄
三（
健
康
福
祉
部
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
担
当
課
長

兼
さ
く
ら
園
管
理
者
）▼
西
川

光
明（
消
防
本
部
上
郡
消
防
署

長
）▼
永
石
隆
幸（
上
下
水
道
部

総
務
課
長
）▼
中
村
光
男（
教
育

委
員
会
中
央
公
民
館
長
兼
市
民

会
館
長
）▼
間
鍋
百
合
子（
市
民

病
院
看
護
師
長
）▼
田
渕
豊
子

（
赤
穂
幼
稚
園
長
）▼
名
和
圭
子

（
塩
屋
幼
稚
園
長
）

■
教
職
員
の
退
職

 

平
成
27
年
３
月
31
日
付

有
田
次
秀（
高
雄
小
学
校
長
）▼

上
山　
健（
原
小
学
校
長
）▼
大

壁
正
幸（
坂
越
中
学
校
教
頭
）

■
部
長
職

会
計
管
理
者
兼
会
計
課
長
事
務

取
扱（
理
事
）（
昇
格
）＝
松
本
裕

之（
上
下
水
道
部
長
）▼
消
防

長（
理
事
）（
昇
格
）＝
西
中
克
典

（
消
防
長
）▼
危
機
管
理
監
＝
福

本
雅
夫（
教
育
委
員
会
文
化
と

み
ど
り
財
団
担
当
参
事
）（
文
化

と
み
ど
り
財
団
派
遣
）▼
市
民

部
長（
昇
任
）＝
沼
田　
浩（
総

務
部
情
報
政
策
担
当
課
長
・
参

事
）▼
教
育
次
長（
指
導
担
当
）

（
昇
任
）＝
藤
本
浩
士（
教
育
委

員
会
指
導
課
長
）▼
教
育
委
員

会
文
化
と
み
ど
り
財
団
担
当
参

事（
昇
任
）＝
奥
谷
芳
郎（
教
育

委
員
会
文
化
と
み
ど
り
財
団
担

当
課
長
・
参
事
）（
文
化
と
み
ど

り
財
団
派
遣
）▼
上
下
水
道
部

長
＝
上
崎
秀
和（
会
計
管
理
者

兼
会
計
課
長
事
務
取
扱
）

■
課
長
職

総
務
部
契
約
管
財
課
長（
参
事
）

（
昇
格
）＝
古
津
和
也（
総
務
部

契
約
管
財
課
長
）▼
市
民
部
市

民
対
話
課
長（
参
事
）（
昇
格
）＝

一
二
三
修
司（
市
民
部
市
民
対

話
課
長
）▼
建
設
経
済
部
建
築

担
当
課
長（
参
事
）（
昇
格
）＝
澗

口
彰
利（
建
設
経
済
部
建
築
担

当
課
長
）▼
教
育
委
員
会
総
務

課
長（
参
事
）（
昇
格
）＝
東
南

武
士（
市
長
公
室
企
画
広
報
課

長
）▼
教
育
委
員
会
ス
ポ
ー
ツ

推
進
課
長（
参
事
）（
昇
格
）＝
満

重
義
浩（
教
育
委
員
会
ス
ポ
ー

ツ
推
進
課
長
）▼
教
育
委
員
会

文
化
と
み
ど
り
財
団
担
当
課
長

（
参
事
）（
文
化
と
み
ど
り
財
団

派
遣
）＝
長
谷
川
隆
彦（
教
育

委
員
会
総
務
課
長
・
参
事
）▼

消
防
本
部
上
郡
消
防
署
長（
参

事
）（
昇
格
）＝
松
本
守
生（
消
防

本
部
警
防
課
長
）▼
市
民
病
院

総
務
課
長（
参
事
）（
昇
格
）＝
長

坂
幸
則（
市
民
病
院
総
務
課
長
）

▼
介
護
老
人
保
健
施
設
事
務
課

長（
参
事
）（
昇
格
）＝
柳
生　
信

（
介
護
老
人
保
健
施
設
事
務
課

長
）▼
市
長
公
室
企
画
広
報
課

長
＝
平
野
佳
秀（
市
長
公
室
秘

書
・
企
業
立
地
担
当
課
長
）▼

市
長
公
室
総
合
戦
略
担
当
課
長

＝
関
山
善
文（
市
民
部
市
民
課

長
）▼
市
長
公
室
秘
書
・
企
業

立
地
担
当
課
長（
昇
任
）＝
末
井

善
生（
市
長
公
室
秘
書
広
報
係

長
・
主
幹
）▼
総
務
部
情
報
政

策
担
当
課
長（
昇
任
）＝
池
尾
和

彦（
総
務
部
市
民
税
係
長
・
主

幹
）▼
総
務
部
税
務
課
長（
昇

任
）＝
松
下
直
樹（
総
務
部
契
約

管
財
課
管
財
担
当
係
長
・
主
幹
）

▼
市
民
部
市
民
課
長
＝
西
田
佳

代（
市
民
病
院
医
療
課
長
）▼
市

民
部
産
業
廃
棄
物
担
当
課
長
＝

高
見
博
之（
総
務
部
税
務
課
長
）

▼
健
康
福
祉
部
保
健
指
導
担
当

課
長
兼
保
健
セ
ン
タ
ー
保
健
指

導
担
当
課
長
＝
川
部
博
子（
新

任
）▼
健
康
福
祉
部
保
護
担
当

課
長
兼
臨
時
福
祉
給
付
金
担
当

課
長
＝
香
山
徳
晃（
健
康
福
祉

部
臨
時
福
祉
給
付
金
担
当
課
長

兼
高
齢
者
支
援
担
当
課
長
）▼

健
康
福
祉
部
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
事
業
所
担
当
課
長
兼
さ
く
ら

園
管
理
者（
昇
任
）＝
上
荷
昌
保

（
健
康
福
祉
部
社
会
福
祉
課
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
担
当

係
長
）▼
建
設
経
済
部
維
持
補

修
・
地
籍
担
当
課
長
＝
柳
生
隆

弘（
建
設
経
済
部
有
年
区
画
整

理
担
当
課
長
）▼
教
育
委
員
会

幼
児
教
育
指
導
担
当
課
長（
昇

任
）＝
齋
藤
聡
子（
塩
屋
幼
稚
園

教
諭
）▼
教
育
委
員
会
指
導
課

長（
昇
任
）＝
鍋
島
真
弓（
教
育

委
員
会
教
育
指
導
担
当
係
長
）

▼
教
育
委
員
会
文
化
財
担
当
課

長
＝
中
田
宗
伯（
教
育
委
員
会

文
化
財
担
当
課
長
兼
文
化
財
係

長
事
務
取
扱
）▼
教
育
委
員
会

中
央
公
民
館
長
兼
市
民
会
館
長

（
昇
任
）＝
番
匠
則
子（
教
育
委

　４月１日付で次のとおり人事異動を発令しました。
　明石市政１期目のスタートに当たる今回の人事異動は、地方創生という新たな課題に取り組むととも
に、子ども・子育て支援制度の円滑実施、産業廃棄物最終処分場問題など直面する課題に対応するため、
執行体制の整備を図りました。
平成27年度人事異動の特徴
●  執行体制の整備　 ▼総合計画と人口ビジョン・地方版総合戦略の連動により地方創生を推進するため、
総合戦略担当課長及び担当係長を新設。 ▼産業廃棄物処理施設の設置等に関する窓口として、産業廃
棄物担当課長を新設。 ▼健康づくり推進体制の強化を図るため、保健指導担当課長を新設し、兵庫県
派遣職員を配置。 ▼土木施設の老朽化・長寿命化対策と地籍調査事業の進捗を図るため、維持補修・
地籍担当課長を新設。 ▼子ども・子育て支援制度を円滑に実施するため、幼児教育指導担当課長を新設。

▼生活保護の適正実施と自立促進のため、保護担当課長を新設。
●  人事交流　 ▼兵庫県との保健師相互派遣により、県と市の連携強化と職員の資質向上を図る。 ▼東日
本大震災被災地復興支援のため、宮城県岩沼市へ事務職員１名を継続派遣。

●女性職員の登用　 ▼課長昇任７人中女性職員１人、係長昇任８人中女性職員３人を登用。

市職員の人事異動
　４月１日より副市長に就任い
たしました。
　身に余る光栄と存じますが、
その職責の重さを痛感し、身の引き締まる思いであ
ります。
　さて、現在の行政には、少子高齢化・人口減少
社会への対応、生活環境対策や安全・安心なまち
づくりなど、多岐にわたる課題の解決が求められて
います。
　もとより、未熟・微力ではありますが、前例にと
らわれない柔軟な発想をもって、「ふるさと赤穂」の
発展のため、職員と心を一つにして、全力で職務を
遂行してまいります。
　今後とも市民の皆様のご理解とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。

　この度、教育長を拝命し、
その職責の重さを感じるとと
もに、微力ではございますが、

赤穂市の教育行政に誠心誠意取り組んでいく覚
悟でございます。
　教育長として、私のこれまでの学校現場や教
育行政での経験を活かして、山積する教育課題
への対応はもとより、学校園所教育や社会教育
等の発展と、市長の就任あいさつにもあります
「夢を育む」教育の創造を目指したいと思ってお
ります。
　市民の皆様方のご理解とご支援をお願い申し
上げまして、就任のあいさつとさせていただき
ます。

赤穂市副市長
児 嶋　佳 文

赤穂市教育長
尾 上　慶 昌
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1

2

3

4

12

2 1

3

市内の小・中学校、幼稚園で卒業・卒園式市内の小・中学校、幼稚園で卒業・卒園式思い出と希望を胸に新たな一歩を踏み出す
市内の幼稚園や小・中学校で卒園・卒業式が行われました。先生や在校生、思
い出の学び舎に別れを告げ、新たな一歩を踏み出しました。
1 園長先生から一人ひとりに修了証書が手渡された卒園児　2 父親クラブ
と保護者らで飾り付けた風船トンネルをくぐる卒園児（３/19赤穂幼稚園）　
3 万感の思いを込めて答辞を読む卒業生代表の渡代天希さん（３/10 赤穂東
中学校）　4 校長先生から卒業証書を受け取る卒業生（３/23 御崎小学校）

あしたば園に家電、新小学1年生に
ランドセルカバーを寄贈
あしたば園に家電、新小学1年生に
ランドセルカバーを寄贈今年もありがとうございました

1 三菱電機㈱系統変電システム製作所赤穂工場から社会
福祉施設への支援活動として、あしたば園に急速脱臭機が
贈られました。（３/19 市役所）　2 赤穂交通安全協会・赤
穂自家用自動車協会から新小学１年生全員に反射板付き
透明ランドセルカバーが贈られました。（３/26 教育長室）

坂越地区で昭和初期ごろまで行われていた提灯を灯して嫁
入りをする結婚式が再現され、新郎若林秀樹さん（神戸
市）と新婦門田あずささん（真殿）が旧坂越浦会所まで華や
かに練り歩きました。（３/29 大避神社）

坂越・瀬戸の嫁入り復活イベント坂越・瀬戸の嫁入り復活イベント昔ながらの「花嫁道中」を再現
第２回赤穂ハーモニカ・フェスティバルが開催され、
来場者は豪華なハーモニカ奏者のステージを楽しみま
した。また赤穂観光大使の斎藤寿孝氏が特別出演し、
多彩な音色の世界を披露しました。（３/７ 文化会館）

第２回赤穂ハーモニカ・フェスティバル第２回赤穂ハーモニカ・フェスティバル赤穂からハーモニカの魅力を発信

赤穂義士会講演会で谷口眞子さんが講演赤穂義士会講演会で谷口眞子さんが講演討入り後の浪士の生活や家族のその後に触れる
赤穂義士会は忠臣蔵の普及啓発を目的に早稲田大学
准教授の谷口眞子氏を招き、「赤穂浪士とその家族」
をテーマに講演会を開催しました。
（３/７ 文化会館）

高山から雄鷹台山遊歩道を折り
返す赤穂トレックウォークイベン
トがあり、市内外から124人が参
加しました。参加者は爽やかな春
の風を感じながら５キロ、７キロ
のコースを楽しみました。
（３/15 高山遊歩道）

赤穂トレックウォーク赤穂トレックウォーク高山周辺散策コースを満喫

3.11絆ラーメンを味わう集い・音楽と朗読の調べ3.11絆ラーメンを味わう集い・音楽と朗読の調べ東日本大震災を忘れない
東日本大震災の鎮魂と震災の記憶を決して忘れない取り組みとして、
追悼行事が行われました。　1 絆ラーメン311食分を提供。絆ラーメ
ン・ぜんざい・リサイクル石鹸の売上金と会場募金の111,752円は、
気仙沼市階上観光協会へ寄付されました。　2 「しあわせ運べるよう
に」を参加者全員で合唱。（3/11 市役所市民広場）　3 音楽と朗読で思
いを伝えた「ぶらっとフラットコンサート」（３/７ 文化会館）

フォトニュース

12No.760  2015年 4月13 No.760  2015年 4月



●

募
集
委
員　
※
両
方
の
委
員
の
応
募
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

①
赤
穂
市
地
方
版
総
合
戦
略
策
定
委
員
会
委
員

　

②
赤
穂
市
総
合
計
画（
基
本
計
画
）見
直
し
委
員
会
委
員

●

応
募
資
格

　

▽  

市
内
在
住
の
20
歳
以
上（
平
成
27
年
４
月
１
日
現
在
）の
人
で
、

同
日
現
在
市
職
員
、
市
議
会
議
員
、
本
市
の
他
の
公
募
委
員

で
な
い
こ
と
。

　

▽  

平
日
の
昼
間
に
開
催
す
る
会
議
に
出
席
で
き
る
こ
と（
年
６
回

程
度
開
催
）※
参
加
し
て
い
た
だ
き
や
す
い
よ
う
、
会
議
の
時

間
帯
に
配
慮
し
ま
す
。

●

募
集
人
数　
①
②
い
ず
れ
も
２
名

●

任
期　
委
嘱
の
日
か
ら
事
業
終
了
ま
で

●
  応

募
方
法　
次
の
書
類
を
、
持
参
、
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
又
は
メ
ー

ル
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

▽
作
文
８
０
０
字
程
度

※  

次
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
ご
自
身
が
市
政
や
地
域
活
動
に
関
わ

ら
れ
た
経
験
な
ど
を
踏
ま
え
て
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

　

①  

赤
穂
市
地
方
版
総
合
戦
略
策
定
委
員
会
委
員
に
つ
い
て
は「
あ

な
た
の
考
え
る
人
口
減
少
対
策
」

　

②  

赤
穂
市
総
合
計
画（
基
本
計
画
）見
直
し
委
員
会
委
員
に
つ
い

て
は「
市
民
と
行
政
の
役
割
分
担
」

　

▽  

住
所
、氏
名
、年
齢
、職
業
、電
話
番
号
を
記
載
し
た
申
込
書（
様

式
は
自
由
）

●

応
募
期
限　

　

①
②
い
ず
れ
も
５
月
11
日（
月
）（
必
着
）

●
  選

考
方
法
と
発
表　
選
考
審
査
会
に
よ
る
選
考
と
し
、
結
果
は

応
募
者
全
員
に
文
書
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

●

応
募
・
問
い
合
わ
せ
先　
企
画
広
報
課

　
☎
43
・
６
８
６
７　
Ｆ
Ａ
Ｘ 

43
・
６
８
２
２

　
〒
678-

0292（
住
所
不
要
）

　
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス　

kikaku@city.ako.lg.jp

各
種
委
員
会
公
募
委
員
を
募
集
し
ま
す

①  介
護
保
険
料
を
改
定
し
ま
し

た（
平
成
27
年
４
月
か
ら
）

　

65
歳
以
上
の
第
１
号
被
保
険

者
の
保
険
料
は
３
年
ご
と
に
見

直
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

計
画
期
間
中
に
必
要
な
保
険

給
付
費
等
を
１
２
２
億
８
，６ 

０
５
万
円
と
見
込
み
、
第
１
号

被
保
険
者
に
ご
負
担
い
た
だ
く

額（
22
％
）を
３
年
間
の
延
べ
被

保
険
者
数
で
割
る
こ
と
に
よ

り
、基
準
月
額
を
算
定
し
ま
す
。

　

赤
穂
市
の
高
齢
化
率
は
、
平

成
28
年
以
降
は
30
％
台
と
な

り
、
そ
の
後
も
上
昇
傾
向
で
推

移
す
る
と
予
測
さ
れ
て
い
ま

す
。
高
齢
者
の
増
加
に
と
も
な

い
要
介
護
認
定
者
数
や
認
知
症

高
齢
者
数
の
増
加
が
見
込
ま
れ

て
い
る
た
め
、
介
護
給
付
に
か

か
る
費
用
も
増
え
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
要
因
を

踏
ま
え
、
第
６
期
の
保
険
料
基

準
月
額
を
５
，１
０
０
円
と
し
ま 

し
た
。

　

ま
た
、
保
険
料
段
階
に
つ
い

て
は
、
国
の
示
す
標
準
９
段
階

を
基
本
に
保
険
料
必
要
額
の
増

額
に
よ
る
負
担
を
す
べ
て
の
対

象
者
の
方
に
等
し
く
お
願
い
す

る
観
点
か
ら
、
保
険
料
率
及
び

基
準
所
得
金
額
を
見
直
し
、
著

し
い
保
険
料
負
担
の
増
加
に
な

ら
な
い
よ
う
保
険
料
段
階
の
細

分
化
を
行
い
ま
し
た
。

②  新
し
い
総
合
事
業
へ
の
移
行

時
期
を
定
め
ま
し
た

　

予
防
給
付
の
う
ち
、
訪
問
介

護
と
通
所
介
護
を
市
が
地
域
の

実
情
に
応
じ
た
取
り
組
み
が
で

き
る
地
域
支
援
事
業
へ
の
移
行

時
期
を
、
平
成
29
年
４
月
か
ら

と
し
ま
し
た
。

①
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
等

の
入
所
に
つ
い
て

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど

の
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
等

へ
入
所
す
る
際
、
優
先
入
所
の

対
象
と
な
る
高
齢
者
等
は
、
入

所
申
込
者
の
う
ち
、
要
介
護
３

か
ら
５
ま
で
の
要
介
護
者
及

び
、
要
介
護
１
又
は
２
で
あ
っ

て
特
例
入
所
の
要
件
に
該
当
す

る
者
の
う
ち
、
身
体
上
又
は
精

神
上
著
し
い
障
害
が
あ
る
た
め

に
常
時
の
介
護
を
必
要
と
し
、

か
つ
、
居
宅
に
お
い
て
こ
れ
を

受
け
る
こ
と
が
困
難
な
高
齢
者

等
と
さ
れ
ま
し
た
。

②  介
護
保
険
施
設
等
の
多
床
室

の
負
担
限
度
額
の
見
直
し
に

つ
い
て

　

平
成
27
年
度
介
護
報
酬
改
定

に
よ
り
、
光
熱
水
費
相
当
分
の

額
の
見
直
し
を
踏
ま
え
平
成
27

年
４
月
か
ら
の
多
床
室
の
基

準
費
用
額
が
３
２
０
円
か
ら

３
７
０
円
に
改
定
さ
れ
る
こ
と

に
あ
わ
せ
て
、
利
用
者
負
担
限

度
額
に
つ
い
て
も
、
３
２
０
円

か
ら
３
７
０
円
へ
改
定
さ
れ
ま

す
。

　

本
市
の
取
り
扱
い
と
し
て
、

認
定
証
の
再
交
付
は
行
い
ま
せ

ん
の
で
、
現
在
の
認
定
証
を
読

み
替
え
て
引
き
続
き
ご
利
用
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

制
度
の
改
正
等
に
よ
り

平
成
27
年
４
月
か
ら
変
更

と
な
り
ま
す

第５期（平成24～ 26年度）
段
階 対象者の内容 率 保険料

月額 年額

1
生活保護、市民税
世帯非課税で老齢
福祉年金受給者

0.5 2,175 26,100

2
市民税世帯非課税
課税年金収入＋合
計所得金額80万円
以下

0.5 2,175 26,100

3 市民税世帯非課税（第２段階以外） 0.75 3,263 39,150

4

本人が市民税非課
税
課税年金収入＋合
計所得金額80万円
以下

0.85 3,698 44,370

本人が市民税非課
税
（上記以外）

1 4,350 52,200

5
本人が市民税課税
（合計所得金額125
万円未満）

1.15 5,003 60,030

6
本人が市民税課税
（合計所得金額125
万円以上190万円
未満）

1.25 5,438 65,250

7
本人が市民税課税
（合計所得金額190
万円以上200万円
未満）

1.35 5,873 70,470

8
本人が市民税課税
（合計所得金額200
万円以上）

1.5 6,525 78,300

第６期（平成27～ 29年度）
段
階 対象者の内容 率 保険料

月額 年額

1

（現行のとおり）

0.45 2,295 27,540
（現行のとおり）

2
市民税世帯非課税
課税年金収入＋合
計所得金額が80万
円超120万円以下

0.75 3,825 45,900

3
市民税世帯非課税
課税年金収入＋合
計所得金額が120
万円超

0.75 3,825 45,900

4

本人が市民税非課
税
課税年金収入＋合
計所得金額80万円
以下

0.85 4,335 52,020

5
本人が市民税非課
税
（上記以外）

1 5,100 61,200

6
本人が市民税課税
（合計所得金額125
万円未満）

1.2 6,120 73,440

7
本人が市民税課税
（合計所得金額125
万円以上190万円
未満）

1.3 6,630 79,560

8
本人が市民税課税
（合計所得金額190
万円以上200万円
未満）

1.4 7,140 85,680

9
本人が市民税課税
（合計所得金額200
万円以上290万円
未満）

1.5 7,650 91,800

10
本人が市民税課税
（合計所得金額290
万円以上400万円
未満）

1.6 8,160 97,920

11
本人が市民税課税
（合計所得金額400
万円以上）

1.7 8,670 104,040

※第６期の第１～３段階は、平成29年度において、以下のとおり負担割合等を引き下げ予定
段階 率 保険料月額 保険料年額
1 0.45　→　0.3 2,295　→　1,530 27,540　→　18,360
2 0.75　→　0.5 3,825　→　2,550 45,900　→　30,600
3 0.75　→　0.7 3,825　→　3,570 45,900　→　42,840

　市では、平成27年度から平成29年度までの３年
間を計画期間とする「第４期赤穂市障がい福祉計
画」を策定しました。

　本計画は、平成24年度に策定した「赤穂市障が
い者福祉プラン」を上位計画として、その基本理
念である「障がいの有無に関わらず、だれもが尊
重しあえる思いやりに満ちたやさしい共生社会
の実現」に向けて必要なサービスの充実と適切な
サービス提供を図るためのものです。
　その策定にあたっては、赤穂市障害者自立支援
協議会において審議され、第３期計画の実績値、
当事者アンケート調査結果等からのニーズをもと
に基本方針を決定し、障害福祉サービス等の見込
量と今後の方策を定めました。
　今後、庁内関係課および各種団体、関係機関等
と連携し、随時分析評価を行いながら、障がい者
施策の推進を図ります。
　計画書は市ホームページ、社会福祉課、各地区
公民館でご覧いただけます。
問社会福祉課 障がい福祉係　☎４３・６８３３

第４期
赤穂市障がい福祉計画を策定しました

問医療介護課 介護保険係　☎４３・６９４７

赤穂市高齢者保健福祉計画及び
介護保険事業計画を策定しました

第６期（平成27年度～平成29年度）
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「
透
明
カ
メ
レ
オ
ン
」

 

道
尾 

秀
介

　

行
き
つ
け
の
バ
ー
で
奇

妙
な
女
の
子
に
出
逢
い
、

彼
女
の
企
て
た
殺
害
計
画

に
参
加
す
る
こ
と
に
な
る

恭
太
郎
だ
が
。

「
殿
堂
入
り
レ
シ
ピ
も
大
公
開
！

ク
ッ
ク
パ
ッ
ド
の
大
人
気
お
か
ず

１
０
８
」 

ク
ッ
ク
パ
ッ
ド
株
式
会
社

　

１
９
０
万
品
以
上
の
レ

シ
ピ
か
ら
、
太
鼓
判
を

押
す
レ
シ
ピ
だ
け
を
厳

選
し
た『
大
人
気
お
か
ず

１
０
９
』の
パ
ー
ト
２
。

「
し
ん
か
ん
せ
ん 

い
ま
・
む

か
し（
こ
み
ね
の
り
も
の
写
真

え
ほ
ん
）」 

も
ち
だ 

あ
き
と
し

　

２
０
１
５
年
３
月
開
業
の

北
陸
新
幹
線
を
走
る
最
新
の

Ｅ
７
系
か
ら
、「
だ
ん
ご
鼻
」の

０
系
ま
で
、
全
て
の
新
幹
線

車
両
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
ラ
イ

オ
ン
を
か
く
す
に
は
」

 

ヘ
レ
ン 

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ

　

人
気
シ
リ
ー
ズ
第
２
弾
！

ア
イ
リ
ス
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

が
泊
ま
り
に
き
ま
し
た
。
ラ

イ
オ
ン
と
暮
ら
し
て
い
る
こ

と
は
、
ぜ
っ
た
い
に
ひ
み
つ
。

「
一
流
の
人
は
上
手
に
パ
ク
る
」／
俣
野 

成
敏

「
佐
高
信
の
昭
和
史
」／
佐
高 　

信

「
西
太
后
秘
録 

近
代
中
国
の
創
始
者 

上
・
下
」／
ユ
ン 

チ
ア
ン

「
怒
ら
な
い
子
育
て 

」／
武
田 

双
雲

「
ア
レ
ル
ギ
ー
っ
子
の
ご
は
ん
と
お
や
つ
」／
主
婦
の
友
社

「
お
に
ぎ
ら
ず
ア
イ
デ
ア
帳
」／
金
丸 

絵
里
加

「
長
友
佑
都
体
幹
×
チ
ュ
ー
ブ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
」／
長
友 

佑
都

「
七
十
二
候
の
見
つ
け
か
た
」／
白
井 

明
大

「
岡
惚
れ
」 時
代
小
説
／
藤
井 

邦
夫

「
精
鋭
」／
今
野 　

敏

「
ア
ー
デ
ン
城
の
宝
物
」／
Ｅ
．ネ
ズ
ビ
ッ
ト

「
先
生
は
、デ
ビ
ル
マ
ン 

」／
ナ
ガ
イ 

ツ
ト
ム

「
テ
ィ
モ
シ
ー
と
サ
ラ
ち
い
さ
な
と
し
ょ
か
ん
」／
芭
蕉 

み
ど
り

「
ふ
し
ぎ
が
わ
か
る
よ
！
図
鑑
」／
横
山 

洋
子

「
わ
す
れ
も
の
大
王
」／
武
田 

美
穂

イ ベ ン ト今月の

■えほんの読み聞かせ
毎週土曜日　午前10時30分～
場所：おはなしの部屋

■おはなしのじかん
毎月第２土曜日　午前11時10分～
場所：おはなしの部屋

■えほん朗読会
４月26日（日曜日）　午前10時30分～
場所：おはなしの部屋
主催：朗読たまてばこ

■チャレンジ読書（3月20日～ 5月31日）
読書通帳はカウンターにて配布中
（配布は5月10日まで）
20冊と40冊でささやかなプレゼン
ト！

赤穂地区老人クラブ連合会

　赤穂小学校区内の会員で構成している赤穂地区老人クラブ連合会では、平成24
年度から市民会館の南に完成した赤穂地区体育館を利用して室内カーリングに励
んでいます。

　毎月２回程度練習を行っていますが、会員の中には、スポーツクラブ21赤穂の会員になっている人も
多く、実際は３回又は４回練習を行っています。
　練習の成果を試すため、年１回大会を行い、会員一同大いに競技を楽しみ、わずかながらも賞品を出
しています。
　平成26年度の大会は、10月２日に14チーム42名が参加して開催され、な
かなか優勝できなかった上町チームが日頃の練習の成果を発揮し、優勝しま
した。室内カーリングの用具は、長年使用していると底のコマ（キャスター）
が磨滅して、滑らすと思わぬ方向に回転してしまいとんだハプニングに。一
同笑いこけて、その都度和やかな雰囲気に包まれています。
　当連合会は、健康づくり仲間づくりのために和やかな空気の中でスポーツ
を楽しむことが何より一番だと考えています。 （河部　昇三）

国民年金掲示板
平成27年度の基礎年金が0.9％引き上げられます

 市民課 年金担当　☎ 43・6820

　平成27年度の年金額は、特例水準の段階的な解消
やマクロ経済スライドによる調整と合わせて、基本
的には0.9％の引き上げとなりました。
　この結果、平成27年度の国民年金額（年額）は次の
ようになります。
●老齢基礎年金　　 780,100円（＋7,300円）
●障害基礎年金 （１級）　975,100円（＋9,100円）
 （２級）　780,100円（＋7,300円）
●遺族基礎年金
 （子１人）　1,004,600円（＋9,400円）

学生納付特例の申請は済まされましたか ?
　学生が申請により保険料を後払いにできる制度を
「学生納付特例制度」と言います。
　平成27年度は４月以後に申請が必要ですが、今年
の１月までに26年度分を申請し承認されている人
には、更新申請の用紙が、日本年金機構から送付さ
れます（はがき形式）。今年度も更新希望をされる人
は、必ず提出（ポストへ投函）してください。

　更新はがきが送付されず、納付書が届いた人が学
生納付特例を希望する時は、市役所年金担当窓口で
手続きをしてください。
　平成25年度以降の学生納付特例の申請を忘れて
いた人も、遡りの学生納付特例の申請が可能です。
納付が困難な人は、なるべく早く申請してください。
※学生証又は在学証明書が必要

平成27年度 姫路年金事務所出張年金相談
◆日　　程　４月23日（木）、７月９日（木）
　　　　　10月29日（木）、１月28日（木）
◆時　　間　午前10時～午後３時（要予約）
◆場　　所　市役所２階 会議室
◆申 込 先　市民課 年金係　☎４３・６８２０

平成27年度 社会保険労務士による市年金相談
◆日　　程　５月21日（木）、６月18日（木）
　　　　　　９月17日（木）、11月19日（木）
　　　　　　２月18日（木）、３月17日（木）
◆時　　間　午後１時30分～４時
◆場　　所　市役所２階 会議室

軽自動車税の税率変更が延期になります
　
平
成
26
年「
広
報
あ
こ
う
８
月

号
」で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
、
軽
自

動
車
税
の
税
率
変
更
の
時
期
が
、

一
部
に
つ
い
て
１
年
間
延
期
に
な

り
ま
し
た
。

　

原
動
機
付
自
転
車
・
軽
二
輪
・

小
型
二
輪
及
び
小
型
特
殊
自
動
車

（
農
耕
作
業
用
）の
新
税
率
の
適
用

開
始
は
一
年
延
期
さ
れ
て
平
成
28

年
度
か
ら
に
な
り
ま
す
。（
表
１
）

　

軽
自
動
車
・
総
排
気
量
６
６
０

cc
以
下
の
三
輪
は
、
従
来
か
ら
お

知
ら
せ
し
て
い
る
よ
う
に
、
標
準

税
率
に
つ
い
て
は
平
成
27
年
４
月

１
日
以
降
に
新
車
を
購
入
し
た
場

合
は
平
成
27
年
度
よ
り
、
重
課
税

率
に
つ
い
て
は
平
成
28
年
度
よ
り

新
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。（
表
２
）

　

ご
不
明
な
点
が
あ
れ
ば
、
税
務

課
市
民
税
係（
☎
43
・
６
８
０
３
）

ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●軽自動車について（表２）

種　　　　　別
税　　　率（円 /年）

標準税率 重課税率
平成27年３月31
日以前に新車登録

平成27年４月１日
以降に新車登録

新車登録から13
年を超えるもの

四輪以上の
もので、総排
気量660cc 以
下のもの

乗　用 営業用 5,500 6,900 8,200 
自家用 7,200 10,800 12,900 

貨物用 営業用 3,000 3,800 4,500 
自家用 4,000 5,000 6,000 

三輪のもので、
総排気量660cc 以下のもの 3,100 3,900 4,600 

●  原動機付自転車・軽二輪及び小
型特殊自動車について（表１）

車　　種
標準税率
（円 /年）
現行 改正

原
動
機
付
自
転
車

総排気量
 ～ 50cc 1,000 2,000 
総排気量
 51cc ～ 90cc 1,200 2,000 
総排気量
 91cc ～ 125cc 1,600 2,400 
ミニカー 2,500 3,700 

小
型
二
輪
総排気量
　 251cc ～ 4,000 6,000 

小
型
特
殊
自
動
車

農耕作業用 1,600 2,400 

その他のもの
（フォークリフト
など）

4,700 5,900 

軽
二
輪
総排気量
 126c ～ 250cc 2,400 3,600 

室内カーリング
を楽しむ

市老連だより いきいき赤穂 №1
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ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
産
業
観
光
課　

 

☎
43
・
６
８
３
９

　
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
養

成
講
座
」（
播
州
赤
穂
観
光
ガ
イ

ド
協
会
主
催
）を
受
け
て
赤
穂

地
区
又
は
坂
越
地
区
の
ガ
イ
ド

に
な
り
ま
せ
ん
か
。

●
  日

時
内
容　
▽
５
月
10
日

（
日
）＝
講
義「
赤
穂
地
区
の

観
光
に
つ
い
て
」 

▽
５
月
17

日（
日
）＝
講
義「
坂
越
地
区

の
観
光
に
つ
い
て
」 

▽
5
月

24
日（
日
）＝
現
地
説
明「
赤

穂
地
区
町
歩
き
」 

▽
5
月
31

日（
日
）＝
現
地
説
明「
坂
越

地
区
町
歩
き
」

　

  

い
ず
れ
も
午
後
1
時
30
分
〜

（
1
時
間
30
分
程
度
）

●

場
所　
赤
穂
情
報
物
産
館
外

●

参
加
費　
無
料

●
  申

込
先　
４
月
中
に
赤
穂
観

光
協
会（
☎
42
・
２
６
０
２
）

ま
で
。

●

試
験
日　
６
月
14
日（
日
）

●

試
験
場
所　
姫
路
獨
協
大
学

　

姫
路
市
上
大
野
７‒

２‒

１

●
  試

験
の
種
類　
甲
種
、
乙
種

全
類
、
丙
種

●
  願

書
受
付　
４
月
16
日（
木
）

〜
４
月
28
日（
火
） 

▽
消
防

試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
兵
庫
県

支
部
へ
郵
送
又
は
持
参

※  

電
子
申
請
は
期
間
が
異
な
り

ま
す
。

●
  願

書
の
配
布　
４
月
６
日

（
月
）か
ら
、
消
防
本
部
・
上

郡
消
防
署
・
新
都
市
分
署
で

配
布

問  

消
防
本
部 

予
防
課 

危
険
物

係 

☎
43
・
６
８
８
２

　

上
郡
消
防
署 

庶
務
予
防
係

 

☎
52
・
５
１
１
９

　

新
都
市
分
署 

庶
務
予
防
係

 

☎
58
・
０
１
１
９

　

今
年
は
、
４
月
20
日
か
ら
10

月
19
日
ま
で
光
化
学
ス
モ
ッ
グ

監
視
期
間
と
さ
れ
、
光
化
学
ス

モ
ッ
グ
広
報
等
が
発
令
さ
れ
た

場
合
、
緊
急
時
の
措
置
と
し
て

各
種
の
対
策
が
実
施
さ
れ
ま

す
。

　

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
発
令
時
に

は
次
の
こ
と
に
心
が
け
ま
し
ょ

う
。

▽  

学
校
や
施
設
で
は
、
で
き
る

だ
け
屋
外
の
運
動
を
避
け
屋

内
に
入
り
ま
し
ょ
う
。

▽  

目
に
刺
激
や
痛
み
を
感
じ
た

と
き
は
洗
眼
し
ま
し
ょ
う
。

▽  

の
ど
、
鼻
に
刺
激
や
痛
み
を

感
じ
た
と
き
は
う
が
い
を
し

ま
し
ょ
う
。

問
環
境
課 

☎
43
・
６
８
２
１

●
  お

仕
事
承
り
ま
す

▽
草
抜
き
・
草
刈
り　

▽
不
用

品
の
処
分　

▽
人
材
派
遣
等

そ
の
他
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

●
  刈

払
機
作
業
従
事
者
教
育
受

講
者
募
集

・  日
時　
４
月
28
日（
火
） 

　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時
30
分

・
定
員　
先
着
30
名

・
受
講
料　
無
料

※  

詳
細
、
申
込
は
下
記
ま
で

●
  会

員
募
集　
市
内
在
住
の
男

性
60
歳
、
女
性
58
歳
以
上
の

方
、
会
員
と
な
っ
て
一
緒
に

働
き
ま
せ
ん
か
。
意
欲
の
あ

る
方
は
入
会
説
明
会
へ
お
越

し
く
だ
さ
い
。
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
ト
ッ
プ
の
右
下
に
最
新
の

就
業
募
集
状
況
を
載
せ
て
い

る
の
で
参
考
に
し
て
く
だ
さ

い
。
特
に
屋
外
作
業
で
き
る

方
歓
迎
！

●

５
月
の
入
会
説
明
会

・
日
時　
５
月
11
日（
月
）

　

午
後
１
時
30
分
〜

・
場
所　
セ
ン
タ
ー
事
務
所

問  

赤
穂
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー 

☎
43
・
７
２
０
０

 
http://www.ako-sjc.jp

　

播
但
連
絡
道
路
で
は
、
沿
線

地
域
の
観
光
振
興
、
物
流
の
効

率
化
等
を
目
的
に
、
平
成
20
年

10
月
か
ら
料
金
割
引
の
社
会
実

験
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
度
、
社
会
実
験
の
効
果

や
Ｅ
Ｔ
Ｃ
の
利
用
状
況
等
を
踏

ま
え
、
よ
り
一
層
地
域
の
振
興

に
つ
な
が
る
料
金
を
新
た
に
設

定
し
、
平
成
27
年
4
月
1
日
か

ら
実
施
し
ま
す
。

　

な
お
、
社
会
実
験
で
効
果
が

確
認
さ
れ
な
か
っ
た
割
引
に
つ

い
て
は
、
平
成
27
年
3
月
31
日

を
も
っ
て
終
了
し
ま
す
。

●
  新

料
金
割
引　
▽
休
日
全
線

割
引
の
新
設
、
休
日
割
引

の
継
続 

▽
中
型
車
以
上
の

深
夜
割
引
率
の
拡
大 

▽
通

勤
割
引
の
継
続（
普
通
車
以

下
） 

▽
割
引
対
象
車　

Ｅ
Ｔ

Ｃ
車
限
定

問
兵
庫
県
道
路
公
社

☎
０
７
８・２
３
２・９
６
３
５

募集
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド

養
成
講
座

試験
平
成
27
年
度
第
１
回

危
険
物
取
扱
者
試
験

お知らせ
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
監
視

期
間

お知らせ
赤
穂
市
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー

お知らせ
播
但
連
絡
道
路
の
通
行
料
金
が

４
月
１
日
か
ら
変
わ
り
ま
し
た

●
日
時　
４
月
30
日（
木
）

　

  
午
後
２
時
20
分（
消
費
者
協

会
定
期
総
会
終
了
後
）〜
３

時
50
分

●

会
場　
文
化
会
館
小
ホ
ー
ル

●
  内

容　
▽
演
題
＝「
知
っ
て 

ビ
ッ
ク
リ
！
知
っ
て
安
心
！
」 

▽
講
師
＝
落
語
家　

林
家
染

二
氏

※  

来
場
者（
先
着
２
０
０
名
）に

は
花
苗
を
進
呈
し
ま
す
。

問  

消
費
者
協
会
事
務
局（
市
民

対
話
課
内
）

 

☎
43
・
６
８
１
８

●
  期

間　
4
月
25
日（
土
）〜
7

月
12
日（
日
）

●
  入

場
料　
中
学
生
以
上
＝

１
，７
０
０
円
、
幼
稚
園
・

小
学
生
＝
７
０
０
円

※  

持
ち
帰
り
制
限　

指
定
袋
１

杯（
約
２
㎏
）超
過
分
１
㎏
に

つ
き
１
，５
０
０
円

●
  潮

位
時
刻
表　
観
光
案
内

所
、
市
産
業
観
光
課
等
に
あ

り
ま
す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

問
赤
穂
唐
船
サ
ン
ビ
ー
チ

 

☎
42
・
２
４
５
８

　

経
験
豊
か
な
指
導
者
が
野
鳥

の
見
つ
け
方
や
見
分
け
方
を
説

明
し
ま
す
。

●

日
時　
５
月
10
日（
日
）

　

午
前
９
時
〜
正
午

※  

雨
天
の
場
合
は
、
５
月
16
日

（
土
）に
順
延

●
  集

合
場
所　
海
洋
科
学
館
１

階
ピ
ロ
テ
ィ
（
赤
穂
海
浜
公

園
内
）

●
参
加
料　
無
料

●
定
員　
30
名

※  

海
洋
科
学
館
へ
電
話
に
て
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

※  

小
学
生
以
下
は
、
大
人
の
引

率
者
が
必
要
で
す
。

●
  持

ち
物　
お
持
ち
で
あ
れ
ば

双
眼
鏡
、
筆
記
道
具
、
動
き

や
す
い
靴
・
服
装
・
雨
具
、

飲
み
物

●
  

参
加
者
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
下
敷

き
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
。

問  

海
洋
科
学
館

 

☎
43
・
４
１
９
２

◎  糖
尿
病
教
室【
赤
穂
の
名
所

め
ぐ
り
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
】

●

日
時　
４
月
25
日（
土
）

　

  

午
前
11
時
〜
（
10
時
45
分
〜

受
付
）

●
  受

付
場
所　
市
民
病
院
１
階

玄
関

●
  内

容　
３
㎞
コ
ー
ス
、
５
㎞

コ
ー
ス
に
分
か
れ
て
歩
き
ま

す
。

●
  参

加
費　
５
０
０
円（
当
日

ご
持
参
く
だ
さ
い
） 

お
弁

当
、
お
茶
付
き
で
す
。

●
  申

込　
定
員
50
人
ま
で
。
地

域
医
療
室
か
内
科
外
来
へ
直

接
又
は
電
話
に
て
４
月
22
日

（
水
）ま
で
に
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。
当
日
、
注
射
薬
、
内

服
薬
を
必
ず
ご
持
参
く
だ
さ

い
。
雨
天
の
場
合
は
、
リ
ハ

ビ
リ
室
に
て
運
動
を
行
い
ま

す
。

問  

赤
穂
市
民
病
院 

地
域
医
療

室 

☎
43
・
３
２
２
２

◎
介
護
教
室

●
日
時　
５
月
16
日（
土
）

　

午
後
１
時
〜
３
時

●

場
所　
市
民
病
院
別
館
２
階

●
  テ

ー
マ　
「
感
染
の
基
本
を

知
り
ま
し
ょ
う
」

　

感
染
管
理
認
定
看
護
師　

　

望
月
佐
紀　

●
  介

護
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト　
「
清

拭
に
つ
い
て
」

問  

赤
穂
市
民
病
院 

看
護
部

 

☎
43
・
３
２
２
２

●
  実

施
保
育
所　
御
崎
・
坂
越
・

有
年
保
育
所

●
  対

象　
平
成
25
年
４
月
１
日

以
前
に
生
ま
れ
た
児
童
と
そ

の
親 

各
30
組

●
  活

動
日
時　
月
３
回　

午
前

10
時
〜
11
時

●

参
加
料　
月
額
１
，０
０
０
円

●
  申

込
方
法　
４
月
23
日（
木
）  

午
前
10
時
30
分
ま
で
に
希
望

す
る
保
育
所
に
申
込
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
御
崎
保
育
所

 

☎
42
・
３
３
３
８

　

坂
越
保
育
所

 

☎
48
・
８
４
５
８

　

有
年
保
育
所

 

☎
49
・
２
２
９
７

　

こ
ど
も
育
成
課

 

☎
43
・
７
０
６
５

　

自
然
体
験
等
を
と
お
し
て
、

環
境
に
対
す
る
能
力
や
考
え
方

を
身
に
つ
け
る
活
動
を
し
て
い

ま
す
。

●

活
動
予
定

▽
５
月
＝
発
足
式

▽
６
月
＝
省
エ
ネ
に
つ
い
て

▽
７
月
＝
水
生
生
物
調
査

▽
８
月
＝
施
設
見
学

▽
９
月
＝
省
資
源
と
リ
サ
イ
ク
ル

▽
11
月
＝
自
然
観
察
会

▽
１
月
＝
地
球
温
暖
化

▽
活
動
記
録（
壁
新
聞
づ
く
り
）

▽
発
表
会
・
修
了
式

※  

活
動
は
該
当
月
の
第
３
日
曜

日
を
予
定
、
集
合
場
所
へ
の

送
迎
は
、
保
護
者
で
お
願
い

し
ま
す
。

●
  募

集　
▽
対
象
＝
市
内
小
学

校
４
年
生
〜
６
年
生
30
人

（
１
年
間
通
し
て
活
動
で
き

る
人
。
応
募
多
数
の
場
合

は
、
調
整
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
） 

▽
申
込
期
限
＝
４
月

22
日（
水
）

●
  申

込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

環
境
課 

☎
43
・
６
８
２
１

　

団
体
が
行
う
自
主
、
自
発
的

な
観
光
振
興
活
動（
６
月
〜
平

成
28
年
３
月
末
実
施
）に
係
る

経
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

補
助
金（
上
限
20
万
円
）の
決
定

に
つ
い
て
は
、
公
開
審
査
に
よ

り
決
定
し
ま
す
。

●

申
込
締
切　
４
月
30
日（
木
）

※  

補
助
対
象
と
な
る
団
体
・
事

業
・
経
費
、
応
募
方
法
等
詳

細
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム

催し
第
45
回

消
費
者
の
つ
ど
い

催し
赤
穂
唐
船
サ
ン
ビ
ー
チ

潮
干
狩
場
オ
ー
プ
ン

催し
海
洋
科
学
館

春
の
探
鳥
会

健康
赤
穂
市
民
病
院

募集
キ
ン
ダ
ー
ス
ク
ー
ル

第
1
期（
５
〜
７
月
）参
加
者

募集
赤
穂
こ
ど
も
エ
コ
ク
ラ

ブ
メ
ン
バ
ー

募集
赤
穂
の
ま
ち
を
元
気
に

す
る
観
光
イ
ベ
ン
ト

情報コーナー情報コーナーInformationInformation

〒678-0202 
赤穂市山手町7番地7
TEL46-3011

（有）結城建設（有）結城建設

憧れの大収納を低価格で！憧れの大収納を低価格で！憧れの大収納を低価格で！憧れの大収納を低価格で！
あれもこれも、みんな収納できる。
　おまけにリビングも広く！
　　ハイグレード住宅ですよ。

普通の家とは

ココが違う！
普通の家とは

ココが違う！
大型収納

（ハシゴなし）
リビング天井
3.8ｍ
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事
業
主
に
対
し
て
、
１
人
あ
た

り
12
万
円
の
奨
励
金
を
交
付
し

ま
す
。

●
  新

規
中
高
卒
者
と
は　

市
内

に
居
住
す
る
人
で
、
平
成
27

年
３
月
に
中
学
校
又
は
高
等

学
校
を
卒
業
し
た
人

●
  対

象
と
な
る
事
業
主　
次
の

要
件
を
す
べ
て
満
た
す
事
業

主　

①
市
内
に
所
在
す
る
事

業
所
の
事
業
主　

②
中
学
校

又
は
高
等
学
校
等
、
公
共
職

業
安
定
所
の
紹
介
に
よ
り
、

新
規
中
高
卒
者
を
平
成
27
年

４
月
30
日
ま
で
に
常
用
雇
用

者
と
し
て
雇
い
入
れ
、
そ
の

後
１
年
以
上
継
続
し
て
雇
用

す
る
見
込
み
が
あ
る
こ
と
。

③
雇
用
保
険
の
適
用
事
業
所

で
、
市
税
を
完
納
し
て
い
る

こ
と
。
④
平
成
26
年
度
中
の

公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る

中
高
卒
求
人
に
お
い
て
、
事

業
者
の
都
合
に
よ
る
内
定
や

求
人
の
取
り
消
し
を
し
て
い

な
い
こ
と
。
⑤
平
成
27
年
度

に
事
業
者
の
都
合
に
よ
り
常

用
雇
用
者
を
解
雇
し
て
い
な

い
こ
と
。

●
  申
請
の
時
期　
新
規
中
高
卒

者
を
６
ヵ
月
雇
用
後
30
日
以

内

　

  （
例
）平
成
27
年
４
月
１
日
雇

用
の
場
合
、
平
成
27
年
10
月

1
日
〜
10
月
30
日

●

申
込
先　
産
業
観
光
課

問
産
業
観
光
課

 

☎
43
・
６
８
３
８

◎  看
護
職
と
し
て
働
き
た
い
！

復
職
し
た
い
！
合
同
説
明
会

●
  日

時　
４
月
18
日（
土
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

●
  場

所　
イ
ー
グ
レ
ひ
め
じ

●
  内

容　
①
第
３
回
病
院
合
同

就
職
説
明
会
in
中
・
西
播
磨

▽
対
象
＝
看
護
師
、
看
護
学

生　

②
第
３
回
看
護
系
学
校

合
同
説
明
会
in
中
・
西
播
磨

▽
対
象
＝
高
校
生
、保
護
者
、

社
会
人

●
  参

加
費　
無
料

問  

龍
野
健
康
福
祉
事
務
所 

企

画
課

 

☎
０
７
９
１
・
63
・
５
１
５
０

◎  平
成
27
年
度
地
域
づ
く
り
活

動
応
援
事
業
の
募
集

　

西
播
磨
で
活
動
す
る
地
域
団

体（
自
治
会
、
子
ど
も
会
な
ど
）

が
実
施
す
る
、
魅
力
あ
る
地
域

づ
く
り
を
目
指
し
た
新
た
な
取

り
組
み
に
対
し
て
、
そ
の
経
費

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

●
  応

募
締
切　
５
月
１
日（
金
）

●
  助

成
金
額　
40
万
円
以
内

●
  応

募
・
問
い
合
わ
せ
先

問  

西
播
磨
県
民
局 

県
民
活
動

支
援
課 

☎
58
・
２
３
４
１

お知らせ
西
播
磨
県
民
だ
よ
り

◎
中
小
企
業
経
営
安
定
資
金
融
資

●
  対

象　
▽
市
内
に
住
所
と
事

業
所
を
有
し
、
１
年
以
上
同

一
事
業
を
引
き
続
き
営
ん
で

い
る
中
小
企
業
者 

▽
市
税

を
滞
納
し
て
い
な
い
人

●
  融

資
額　
１
，０
０
０
万
円

以
内

※  

使
途
別
ご
と
に
融
資
残
高
が

あ
る
場
合
で
も
、
融
資
限
度

額
ま
で
利
用
可
能
。

●
  融

資
利
率　
年
１
・
05
％

●
  融

資
期
間　
▽
事
業
資
金

60
ヵ
月
以
内 

▽
設
備
近
代

化
資
金
72
ヵ
月
以
内　

※
保

証
協
会
の
保
証
が
必
要
。
▽

保
証
協
会
の
保
証
料
を
市
が

２
分
の
１
負
担
。
▽
要
件
に

該
当
す
れ
ば
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
保
証
が
利
用
で
き 

ま
す
。

●

申
込
先　
赤
穂
商
工
会
議
所

 

☎
43
・
２
７
２
７

◎  中
小
企
業
経
営
安
定
資
金
利

子
補
給
金

●
  対

象　
▽
中
小
企
業
経
営
安

定
資
金
融
資
で
、
１
０
０
万

円
以
上
の
設
備
資
金（
原
則

と
し
て
乗
用
車
は
除
く
。）の

融
資
を
受
け
ら
れ
た
中
小
企

業
者 

▽
市
税
を
滞
納
し
て

い
な
い
人

●
  補

給
金
の
対
象　
▽
事
業
資

金
＝
借
入
れ
た
設
備
資
金
に

係
る
利
子
相
当
額
の
３
分
の

１ 

▽
設
備
近
代
化
資
金
＝

大
型
店
対
策
、
中
心
市
街
地

活
性
化
対
策
と
し
て
借
入
れ

る
店
舗
の
増
改
築
に
必
要
な

設
備
資
金
に
係
る
利
子
相
当

額
の
全
額（
条
件
有
り
） 

▽

12
月
ま
で
に
支
払
っ
た
利
子

相
当
額
を
翌
年
１
月
末
ま
で

に
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
３
月
に
支

給
し
ま
す
。

●

申
込
先　
産
業
観
光
課

◎  工
場
立
地
促
進
条
例
に
基
づ

く
奨
励
金
制
度

　

工
場
の
新
設
・
増
設
を
行
う

事
業
者
に
奨
励
金
を
支
給
し
ま

す
。

●
  対

象　
市
内
の
準
工
業
地

域
、
工
業
地
域
、
工
業
専
用

地
域
等
に
工
場
を
設
置
す
る

製
造
業
又
は
道
路
貨
物
運
送

業
者
で
、
次
の
要
件
を
満
た

す
事
業
者 

▽
投
下
固
定
資

産
総
額
＝
大
企
業
３
億
円
以

上
、
中
小
企
業
３
千
万
円
以

上 

▽
操
業
開
始
日
ま
で
に

赤
穂
市
民
を
新
た
に
１
年
以

上
常
用
従
業
員
と
し
て
雇
用

す
る
こ
と
＝
大
企
業
10
人

以
上
、
中
小
企
業
３
人
以

上 

▽
法
令
等
に
定
め
る
公

害
の
発
生
防
止
の
た
め
適
正

な
措
置
が
な
さ
れ
て
い
る 

こ
と

●
  工

場
設
置
奨
励
金　
▽
支
給

額
＝
固
定
資
産
税（
土
地
・

建
物
・
償
却
資
産
）相
当
額

　

  

※
５
年
度
間
合
計
額
８
億
円

を
限
度（
期
間
及
び
限
度
額

は
平
成
29
年
３
月
末
ま
で
の

特
例
措
置
）

●
  雇

用
奨
励
金　
▽
支
給
額
＝

各
年
度
の
常
用
従
業
員
の
新

規
雇
用
者
数
×
30
万
円（
２

年
度
間
合
計
額
３
千
万
円
を

限
度
＝
期
間
及
び
限
度
額
は

平
成
29
年
３
月
末
ま
で
の
特

例
措
置
）

●
  申

請
時
期　
工
場
建
設
着
手

30
日
前
ま
で
に
申
請

●

申
込
先　
産
業
観
光
課

◎
新
規
中
高
卒
者
等
雇
用
奨
励
金

　

市
内
に
居
住
す
る
新
規
中
高

卒
者
を
正
規
雇
用
し
た
市
内
の

お知らせ
ご
利
用
く
だ
さ
い

消火器の使用期限は
製造年から10年に変更されました

消火器の使用期限は
製造年から10年に変更されました
悪徳業者による消火器の
処分・点検にはご注意を!!
悪徳業者による消火器の
処分・点検にはご注意を!!
不要消火器の処分費 1,000円～不要消火器の処分費 1,000円～
㈱ 播 州 商 会

赤穂市上仮屋南4－21 ☎42・4032　FAX42・4000

弁護士がアドバイスします弁護士がアドバイスします

まずはお気軽にお電話ください

TEL.079-223-1772
土日祝日、早朝及び赤穂市内での相談も可能です。（要予約）

ホームページもご覧ください。

交通事故・離婚・相続問題
刑事事件・その他

赤穂市文化会館
チケット予約専用　☎４３・５１４４　ぃ４３・５９５０
ホームページアドレス　http://www.ako-harmony.jp/

主催（公財）赤穂市文化とみどり財団

HARMONY INFORMATION

☎４３・５１１１

ハーモニーインフォメーション

入場料：＜前売＞一般6,000円　友の会5,500円　立見席5,500円　
 ＜当日＞500円増し ※友の会割引なし　
 ※3歳未満の入場はご遠慮ください。

May J. Spring Tour 2015　～ ReBirthday ～ 好評発売中

４月16日(木) 18：30開演　大ホール　全席指定

出　演：花＊花、日本エレキテル連合、ウエストランド
入場料：一般2,800円　友の会2,500円
 ※3歳未満は保護者1名につき、1名まで膝上鑑賞無料。ただし、座席が必要な場合は有料。

2015　爆笑！ふれあいステージ＆花＊花ハートフルライブ！！ 好評発売中

５月23日(土) 〈1回目〉12：00　〈2回目〉15：00　大ホール　全席指定

出　演：中村橋之助、大谷友右衛門、中村児太郎、中村国生　ほか
演　目：天衣紛上野初花　河内山、藤娘、芝翫奴
入場料：一等席6,000円 二等席5,000円 高校生以下1,000円(二等席限定) ※友の会２割引

平成二十七年度（公社）全国公立文化施設協会 主催 中央コース　松竹大歌舞伎 好評発売中

７月19日(日) 13：30開演　大ホール　全席指定

入場料：〈一般〉Ｓ席4,000円、Ａ席3,000円、〈高校生以下〉Ｓ席3,000円、
 Ａ席2,000円　※友の会１割引　※3歳以上有料(3歳未満の着席鑑賞は有料)
発売日：友の会５月９日(土)、一般５月15日(金) ※いずれの日も窓口午前９時～、電話予約午後1時～

劇団四季ミュージカル「人間になりたがった猫」 ５月発売

８月８日(土) 17：30開演　大ホール　全席指定

情報コーナー情報コーナーInformationInformation

〒678-0232　兵庫県赤穂市中広１３７０番地１
http://www.yst21.co.jp

廃棄物・ごみに関するお悩みは、是非当社にご相談下さい。廃棄物・ごみに関するお悩みは、是非当社にご相談下さい。
～地球のためにできること～

　さくら園では、作業の一環として開設当初より、洗車
作業を実施しています。
　この度、利用者の工賃向上を図るため、15年ぶりに洗
車料金を値上げさせて頂きます。
　４月１日より、下記の新価格表にて実施させて頂いて
おりますので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
●新価格表

種　類 種　別 お　値　段
洗剤洗い
（Ａコース）

軽自動車 600円
普 通 車 800円～ 1,000円
ワゴン車 1,000円～ 1,200円

洗剤洗い
ワックスがけ
（Ｂコース）

軽自動車 1,600円
普 通 車 2,000円～ 2,500円
ワゴン車 2,500円～ 3,100円

洗剤洗い、ワックスが
け、車内清掃
（Ｃコース）

軽自動車 2,000円
普 通 車 2,500円～ 3,000円
ワゴン車 3,200円～ 3,800円

●作業時間　午前10時～午後３時
●  受付時間　午前８時30分～午後５時15分
　（作業及び受付については、土日・祝日を除きます）
問さくら園　☎４２・３３４９

さくら園で洗車しませんか !!

赤穂市文化とみどり財団　こどもの日のお知らせ
　５月５日のこどもの日は、歴史博物館、民俗資料館、美術工芸
館（田淵記念館）、海洋科学館・塩の国施設の入館料が小中学生無
料となります。ぜひお出かけください。
問赤穂市文化とみどり財団事務局　☎４３・３２６９
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保育所子育て 赤穂☎42・3368 塩屋☎42・0323 尾崎☎42・2297
　電話相談 御崎☎42・3338 坂越☎48・8458 有年☎49・2297
子育て相談（子育て学習センター） ☎45・3290
青少年育成相談　青少年育成センター（随時） ☎43・7831
 フリーダイヤル 0120・783・115
消費生活センター（市民対話課内）（随時） ☎43・7067(相談専用)
女性問題電話相談　女性交流センター（火～金 13:00～16:00祝日除く） ☎43・7800
市民生活無料法律相談　市民対話課 予約☎43・6818
心配ごと相談　社会福祉協議会 予約☎42・1397
犬・ねこの引取り問い合わせ　動物愛護センター龍野支所 ☎0791・63・5146

市
福
保セ

市役所（代表） ☎43・3201
総合福祉会館 ☎42・1397
保健センター ☎43・9855

会

健康
地セ
市民会館 ☎43・7450
地域活動支援センター ☎48・1615
赤穂健康福祉事務所 ☎43・2321

問 い 合 わ せ 先

4/10～5/17健康・相談

5月

1

●生活習慣病健診（要予約） 尾崎公民館
●健康相談　9：00～ 11：00 
●人権相談　13：00～ 16：00 
　 市民対話課　☎43・6818

2

3  福田産婦人科麻酔科 ☎ 43・53579：00～ 17：00

4  杉口整形外科 ☎ 45・14519：00～ 17：00

5  きっかわ整形外科 ☎ 43・18119：00～ 17：00

6  赤穂記念病院加里屋診療所 ☎ 43・27179：00～ 17：00

7 ●生活習慣病健診（要予約） 福浦コミセン

8
●生活習慣病健診（要予約） 赤穂西公民館
●栄養相談（要予約） 9：30～ 11：30 

9
●行政書士・司法書士・土地家屋調査士無料相談 
　10：00～ 12：00　 市民対話課　☎43・6818

10  正木医院 ☎ 45・35559：00～ 17：00

11 ●こころのケア相談（要予約） 14：00～ 15：00 

12 ●保育所子育て電話相談　10：00～ 16：00

13

●農地相談　10：00～ 11：30 
●心配ごと相談・こころの相談（要予約） 13：00～ 17：00 
●３歳児健診（Ｈ23.11生） 13：30～ 14：30　受付 
●法律相談（要予約） 13：30～ 16：30 

14 ●子育て相談（子育て学習センター） 13：30～ 16：00 

15 ●生活習慣病健診（要予約） 高雄公民館

16
●司法書士による法律相談　9：30～ 12：00 
　 市民対話課　☎43・6818

17  三木内科 ☎ 42・17719：00～ 17：00

人口の動き（２月） 住民基本台帳登録者人口

世帯数 20,279戸 （－ 2）

人口 49,874人 （－ 32）

男 24,118人 （－ 7）

女 25,756人 （－ 25）

 （　）内は前月比
◎２月中の異動
出生 19人（－ 4） 転出 91人（＋ 3）
死亡 42人（－ 27） その他増 0人（± 0）
転入 85人（－ 11） その他減 3人（＋ 3）

 （　）内は前月比

交通事故発生状況
区分 ２月 平成27年累計
発生件数 103（－ 25） 230（＋ 13）
　人身 14（－ 7） 30（－ 2）
　物損 89（－ 18） 200（＋ 15）
死者 0（－ 1） 0（－ 1）
重傷 2（＋ 1） 2（－ 1）
軽傷 17（－ 8） 35（－ 1）

 （　）内は前年比

火災・救急状況
区分 ２月 平成27年累計
火災 1（± 0） 1（－ 1）
救急 160（＋ 36） 359（＋ 66）

（　）内は前年比

火災発生時での問い合わせは
 ☎43・6899 まで

4月

10
●栄養相談（要予約） 9：30～ 11：30 

●子育て応援隊さろん　13：30～ 15：00 

11
●行政書士・司法書士・土地家屋調査士無料相談 
　10：00～ 12：00　 市民対話課　☎43・6818

12  渡辺内科小児科医院 ☎ 42・38849：00～ 17：00

13
●人権相談　10：00～ 12：00 
　 市民対話課　☎43・6818

14 ●保育所子育て電話相談　10：00～ 16：00

15

●女性問題専門相談（要予約） 13：00～ 16：00 
　 市民対話課　☎43・6818
●心配ごと相談（弁護士・要予約） 13：00～ 17：00 
●１歳６か月児健診（H25.9月生） 13：30～ 14：30　受付 

16

17

18
●司法書士による法律相談　9：30～ 12：00 
　 市民対話課　☎43・6818

19
●生活習慣病健診（要予約） 

 杉口整形外科 ☎ 45・14519：00～ 17：00

20 ●生活習慣病健診（要予約） 

21

●保育所子育て電話相談　10：00～ 16：00

●エイズ・肝炎相談（前日までに要予約） 13：20～ 
●楽らく健康教室　13：30～ 15：30 

22
●心配ごと相談・こころの相談（要予約） 13：00～ 17：00 
●法律相談（要予約） 13：30～ 16：30 

23 ●年金出張相談（要予約） 10：00～ 15：00 

24 ●ベビーレッスン　13：30～ 15：00 

25

26  田淵医院 ☎ 43・41149：00～ 17：00

27 ●生活習慣病健診（要予約） 尾崎公民館

28

●生活習慣病健診（要予約） 尾崎公民館

●健康相談　9：00～ 11：00 
●行政相談（相談委員） 10：00～ 12：00 
●保育所子育て電話相談　10：00～ 16：00

29  黒田医院 ☎ 43・52109：00～ 17：00

30 ●生活習慣病健診（要予約） 尾崎公民館

　
　
　

日
、
わ
た
し
た
ち
は
一
般
に
歴

史
に
関
す
る
記
述
を
す
る
と
き
、

「
和
年
号（
西
暦
）」と
い
っ
た
ス
タ
イ
ル

で
表
記
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
江
戸
時
代
以
前
の

和
年
号
を
西
暦
と
併
記
し
て
あ
る
場
合
、

必
ず
し
も
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま

で
の
す
べ
て
の
月
日
が
一
致
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
お
よ
そ
１
ヵ
月
の
ず

れ
が
あ
っ
て
、
お
お
む
ね
合
致
し
て
い

る
西
暦
を
表
示
し
て
い
る
、
と
理
解
し

て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

現
在
の
よ
う
に
、
太
陽
暦
の
西
暦
と

和
年
号
が
完
全
に
一
致
す
る
の
は
、
明

治
５
年
12
月
３
日
の
こ
と
で
す
。
こ
の

日
が
西
暦
の
１
８
７
３
年
１
月
１
日
に

あ
た
り
、
こ
れ
を
明
治
６
年
１
月
１
日

と
し
て
、
そ
れ
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
た

日
本
独
自
の
暦（
和
暦
・
旧
暦
）か
ら
太

陽
暦
に
改
め
ら
れ
た
の
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
赤
穂
浪
士
た
ち
が
吉
良

邸
に
討
ち
入
っ
た
元
禄
15
年
12
月
14
日

は
、
西
暦
に
お
き
か
え
る
と
い
つ
に
な

る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

通
常「
元
禄
15
年（
１
７
０
２
）」と
い

う
表
記
を
し
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
答

え
は
１
７
０
３
年
１
月
30
日
、
曜
日
は

火
曜
日
で
し
た
。
た
だ
し
、
午
前
３
時

半
ご
ろ
討
ち
入
っ
た
の
で
す
か
ら
、
厳

密
に
い
う
と
、
１
月
31
日
で
す
。
と
も

か
く
、
１
月
末
〜
２
月
と
い
え
ば
１
年

の
う
ち
で
も
最
も
寒
い
時
期
で
す
。
こ

の
厳
寒
の
季
節
に
討
入
り
が
決
行
さ
れ

た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で

し
ょ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
赤
穂
事
件
の
節
目
節
目

の
で
き
ご
と
を
西
暦
に
お
き
か
え
る
と

ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

刃
傷
事
件
の
起
こ
っ
た
元
禄
14
年
３

月
14
日
は
、
１
７
０
１
年
４
月
21
日
木

曜
日
で
、
浅
野
長
矩
切
腹
の
と
き
に
桜

が
散
る
と
い
う
情
景
も
、八
重
桜
で
し
ょ

う
か
遅
咲
き
の
桜
が
散
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
納
得
が
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
赤
穂
城
の
明
け
渡
し
が
行
わ

れ
た
元
禄
14
年
４
月
19
日
は
１
７
０
１

年
５
月
26
日
木
曜
日
、
大
石
内
蔵
助
ら

が
吉
良
邸
討
入
り
決
行
を
決
め
た
円ま
る

山や
ま

会
議
の
行
わ
れ
た
元
禄
15
年
７
月
28
日

は
、
１
７
０
２
年
８
月
21
日
月
曜
日
で

し
た
。
そ
し
て
、
四
十
六
士
が
切
腹
を

し
た
元
禄
16
年
２
月
４
日
は
１
７
０
３

年
３
月
20
日
火
曜
日
に
あ
た
り
ま
す
。

　

最
後
に
、
暦
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
吉
良
邸
討
入
り
当
夜
の
天
候
に

つ
い
て
触
れ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

吉
良
邸
討
入
り
と
い
え
ば「
雪
」と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
実
は
こ

の
夜
は
月
明
か
り
が
こ
う
こ
う
と
照
ら

す
快
晴
だ
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
小
野
寺
十
内
が
切
腹

の
前
日
で
あ
る
元
禄
16
年
２
月
３
日
付

で
妻
の
丹た
ん

に
送
っ
た
手
紙
に
、
次
の
よ

う
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

　

  

…
（
前
略
）…
き
の
ふ
ふ
り
た
る
雪
の

上
に
暁
の
霜
氷
り
て
足
も
と
も
能よ
く

、

火
の
あ
か
り
世
間
を
は
ゝ
か
り
て
挑
ち
ょ
う

灯ち
ん

も
松た
い

明ま
つ

も
と
も
さ
ね
と
も
有
明
の

月
さ
え
て
道
ま
か
ふ
へ
く
も
な
く
て
、

敵
の
屋
敷
の
辻
迄
押
詰
…
（
後
略
）…

　

つ
ま
り
、
昨
日（
12
月
13
日
）降
っ
た
雪

は
残
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
上
に
降

り
た
霜
が
凍
っ
て
シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
状
に

な
り
、
歩
を
進
め
る
の
に
支
障
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
、
提
灯
や
松

明
が
不
要
な
ほ
ど
月
が
明
る
く
道
を
照

ら
し
て
い
た
の
で
、
迷
う
こ
と
な
く
吉

良
邸
に
至
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
た
。

 

（
赤
穂
市
史
編
さ
ん
担
当　

小
野
真
一
）

今１　
明
治
の
改
暦

２　
討
入
り
の
日
は
西
暦
で
は
い
つ
？

３　
赤
穂
事
件
の
節
目
の
日
を
西
暦
に
す
る
と

４　
討
入
り
の
夜
の
天
候

　今月号から隔月でコラム「忠臣蔵の散歩道」を連載し
ます。忠臣蔵にまつわるさまざまな話題を提供してい
きますので、ぜひご覧ください。

忠臣蔵の散歩道 ①
コラム

討入りの日を西暦におきかえると
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　新年度を迎え、入園・入学
や社会人として新たな一歩を
踏み出す時期となりました。
　広報紙も４月号からリ
ニューアルしました。文字サ
イズを9.2ポイントから10.5
ポイントに変更。図書館新刊
情報や忠臣蔵にまつわるコラ
ム「忠臣蔵の散歩道」、赤穂市
老人クラブ連合会の活動を紹

介する市老連だよりを新設し
ました。ぜひご覧ください。
社協だよりのコーナーは別冊
で毎月発行していきます。
　市民の皆さんにとって、市
政をもっと身近に感じてもら
い、価値ある広報紙となるよ
うに、今後も努力していきま
すので、引き続きよろしくお
願いします。 て

ちゃん ちゃんちゃん 元沖町 大　町尾　崎

平成26年３月17日生まれ

父・幸治さん　母・友貴さんより父・昌士さん　母・ルミさんより
「みおりちゃんの笑顔は元気の源♡」 「大きくなったらみんなで考古学しようね！」

川 畠  実 織
か わ ば た み おり あ ら き ゆ き ほ

平成24年４月23日生まれ

母・味里さんより
「元気で優しい子でいてね♡」

山 下  望 羽
や ま し た うみ

荒木  幸 歩
平成26年３月27日生まれ

◆表紙の説明◆　【真新しい難破船遊具と宝箱に大喜び！】
赤穂海浜公園の大型遊具「難破船」が25年ぶりに一新され、３月
18日、地元の尾崎小学校１、２年生がお披露目会に招かれまし
た。リニューアルした難波船には約５メートルの高さから滑走
できるチューブスライダーやウォールクライミングの遊具が新
設。子どもたちは真新しい遊具遊びと宝探しを楽しみました。

■ 広報あこうは自治会を通じてお届けしています。
■ その他、スーパー、コンビニエンスストア、観
光案内所（播州赤穂駅）、各地区公民館、市役所
にも設置していますのでご利用ください。
■ 次回の回覧広報あこうは４月24日（金）、
　広報あこうは５月11日（月）の発行予定です。
■広報あこうは再生紙を使っています。

広 報

わけぎワンポイント！
イカの代わりにタコやあさりを使っても
おいしくできます。

ピリリときいた辛子がいい
わけぎのぬた

　わけぎの旬は、３～４月。通年流通しているものの、旬の
ものはみずみずしさと甘さが増す。ねぎと玉ねぎの雑種で、
西日本を中心に生産されています。
　ねぎよりも柔らかく、刺激臭が少なく、ねぎには無い風味
を持っています。

一口メモ　 　

■編集後記■

＊１人分栄養素＊

エネルギー 87kcal

問保健センター　☎４３・９８５５

（料理協力：赤穂市いずみ会）

■作り方
①  わけぎはきれいに洗い、熱湯に塩を加えた中に白い方から切ら
ずに入れ、茹でてザルに上げて冷まし、ぬめりをしごいてとっ
てから、５cmに切る。

②  イカは皮をとり、かのこに包丁目を入れ、短冊に切ってサッと
茹でる。

③辛子酢みその材料を混ぜ合わせ、①と②を和える。

■材　料（６人分）
わけぎ  ・・・１束（約400g）
イカ・・・・・・・・150g
塩  ・・・・・・・・・少々

辛子酢みそ
　白みそ・・・・・・・60g
　練り辛子  ・・・小さじ1/4
　酢・・・・・大さじ２～３
　砂糖・・・・・・・・30g


